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１．議事日程（第１日目） 

  （予算決算常任委員会） 

                             令和７年 ３月１３日 

                             午前１０時００分 開会 

                             於  安芸高田市議場 

 １、開 会 

 ２、議 題 

  （１）議案第29号 令和７年度安芸高田市一般会計予算 

  （２）議案第34号 令和７年度安芸高田市吉田財産区特別会計予算 

  （３）議案第35号 令和７年度安芸高田市中馬財産区特別会計予算 

  （４）議案第36号 令和７年度安芸高田市横田財産区特別会計予算 

  （５）議案第37号 令和７年度安芸高田市本郷財産区特別会計予算 

  （６）議案第38号 令和７年度安芸高田市北財産区特別会計予算 

  （７）議案第39号 令和７年度安芸高田市来原財産区特別会計予算 

  （８）議案第40号 令和７年度安芸高田市船佐財産区特別会計予算 

  （９）議案第41号 令和７年度安芸高田市川根財産区特別会計予算 

 ３、散 会 

 

 

 

２．出席委員は次のとおりである。（１５名） 

   委員長   児 玉 史 則      副委員長  山 本 数 博 

   委員    益 田 一 磨      委員    佐々木 智 之 

   委員    熊 高 慎 二      委員    浅 枝 久美子 

   委員    小 松 かすみ      委員    南 澤 克 彦 

   委員    新 田 和 明      委員    山 根 温 子 

   委員    大 下 正 幸      委員    熊 高 昌 三 

   委員    宍 戸 邦 夫      委員    金 行 哲 昭 

   委員    秋 田 雅 朝 

 

 

 

３．欠席委員は次のとおりである。（なし） 

 

 

 

４．委員外議員（なし） 
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５．安芸高田市議会委員会条例第２１条の規定により出席した者の職氏名（３７名） 

  市 長  藤 本 悦 志  副 市 長  杉 安 明 彦 

  危 機 管 理 監  神 田 正 広  総 務 部 長   新 谷 洋 子 

  企 画 部 長  高 下 正 晴  消 防 長  吉 川 真 治 

  危 機 管 理 課 長  國 岡 浩 祐  総 務 課 長  佐々木 満 朗 

  秘 書 広 報 課 長  山 本 裕 子  財 産 管 理 課 長  小 櫻 静 樹 

  財 政 課 長   沖 田 伸 二  財産課入札・検査担当課長  竹 添 正 弘 

  政 策 企 画 課 長  黒 田 貢 一  消 防 総 務 課 長  田 中 真二郎 

  警 防 課 長  小笠原 祐 二  予 防 課 長  逸 見 飛 鳥 

  会計管理者兼会計課長  森 岡 和 子  行政委員会総合事務局長  竹 本 繁 行 

  消防総務課課長補佐  竹 内   豊  予防課課長補佐  浮 田 雄 治 

  危機管理課防災・生活安全係長  山 本 智 規  危機管理課消防団係長  岡 野 順 治 

  総務課行政係長  塚 本 真 樹  総務課職員係長  小 野 哲 司 

  秘書広報課秘書広報係長  森 竹 加 代  財産管理課管理・営繕係長  大 田 拓 也 

  財産管理課電算管理係長  大 下 幹 成  財政課財政係長  高 橋 秀 尚 

  財政課入札・検査係長  中 迫 大 介  政策企画課企画調整係長  下 瀬 秋 穂 

  政策企画課地方創生推進係長  藤 堂 洋 介  警防課警防係長  若 本 浩 史 

  警防課救急係長  柚 木   歩  警防課通信指令係長  河 野   円 

  予防課予防係長  藤 原 祐 介  会計課出納係長  高 田 由 乃 

  行政委員会総合事務局係長  大 﨑 健 治 

 

 

 

６．職務のため出席した事務局の職氏名（４名） 

  事 務 局 長  高 藤   誠  事 務 局 次 長  藤 井 伸 樹 

  総 務 係 長  日 野 貴 恵  主 任 主 事  山 口   渉 
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   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１０時００分 開会 

○児玉委員長  おはようございます。 

 定刻となりました。 

 ただいまの出席委員は15名です。 

 定足数に達しておりますので、これより第5回予算決算常任委員会を

開会いたします。 

 当委員会における議案の審査は、2月26日開会の令和7年第1回定例会

において付託のあった議案第29号「令和7年度安芸高田市一般会計予算」

の件から議案第42号「令和7年度安芸高田市下水道事業会計予算」の件

までの14件です。 

 本委員会の審査日程は、お手元の審査予定表のとおり、本日14日及び

17日の3日間といたします。 

 審査の順番は、本日が危機管理監、総務部、消防本部、企画部、会計

課、行政委員会総合事務局の審査を行い、14日に市民部、福祉保健部、

教育委員会、17日に産業部、農業委員会、建設部、議会事務局の審査を

行います。 

 そして、全ての審査が終了した後、討論・採決を行いたいと思います。 

 この際、審査の方法についてお諮りいたします。 

 審査の方法は、お手元に配付しました審査予定表及び予算書に係る各

課の該当ページを記載した部局別・主事業別予算書掲載ページ一覧表に

より、部局ごとに審査することとし、部長の概要説明の後に、担当課長

から各課の説明を受けて、課ごとに質疑を行います。 

 会計については、一般会計から審査を行い、特別会計が関係する部局

については、一般会計の審査の後、特別会計の審査を行うことといたし

たいと思います。 

 これに御異議はございませんか。 

  〔異議なし〕 

○児玉委員長  異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 審査に先立ち、藤本市長から挨拶を受けます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  皆さんおはようございます。 

 本日は、上程をいたしました議案第29号から議案第42号までの一般会

計、特別会計、公営企業会計の令和7年度当初予算について御審議をい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○児玉委員長  これより、審査に入ります。 

 議案第29号「令和7年度安芸高田市一般会計予算」の件を議題といた

します。 

 初めに、予算の概要について説明を求めます。 

 高下企画部長。 



【速報版】 

 

4 

○高下企画部長  それでは、予算案の概要について、「令和7年度安芸高田市当初予算

資料」に基づいて説明をいたします。 

 資料の1ページをお開きください。 

 主要事業の概要です。部局ごとに、事業名、事業費、事業内容を記載

しています。 

 新規事業及び拡充する事業については、事業名の欄に括弧書きで表記

をしています。 

 それぞれの事業の内容は、担当部局の説明の際、予算書に基づいて御

説明をします。 

 次に、10ページをお開きください。 

 一般会計、特別会計、下水道事業会計の当初予算額です。一般会計の

予算額は196億9,800万円、前年度比3億8,400万円、2.0％の増です。 

 全ての会計の合計は、299億8,934万5,000円、前年度比2億4,392万

9,000円、0.8％の増です。 

 11ページを御覧ください。 

 こちらは、一般会計当初予算の歳入予算をまとめたものです。 

 主なものを説明します。 

 1款市税の増は、前年度国の政策に基づく定額減税の実施に伴い減額

をしていた個人市民税所得割が増額になったものと、固定資産税の増額

によるものです。 

 前年度の定額減税分については、10款の地方特例交付金で、市税の減

額分相当の歳入が措置されていましたが、令和7年度は、その分が減額

になっています。 

 11款地方交付税は、約1億3,000万円の減ですが、前年度は予算額と決

定額の差がマイナス1億円程度あったため、決定額との比較では、実質

微減となっています。 

 15款国庫支出金の増は、昨年10月からの児童手当の制度改正に伴う国

の児童手当費負担金の増額によるものです。 

 16款県支出金の増は、児童生徒1人1台端末の更新整備及び参議院議員

と広島県知事の選挙によるものです。 

 18款寄附金の減は、ふるさと納税制度寄附金が減額となる見込みによ

るものです。 

 22款市債の増は、消防救急デジタル無線中間更新工事や小学校体育館

の空調整備の実施によるものです。 

 続いて、12ページを御覧ください。 

 こちらは、歳出予算を目的別にまとめたもので、13ページは、歳出予

算を性質別にまとめたものです。 

 主なものは、こちらの13ページ、性質別のほうで説明をします。 

 義務的経費のうち人件費の増は、昨年12月に人事院勧告に準じて、給

与条例等を改正し、給料月額や期末・勤勉手当の支給月数を引き上げた



【速報版】 

 

5 

ことなどによるものです。 

 扶助費の増は、歳入の国庫支出金で説明をした児童手当の制度改正な

どによるものです。 

 投資的経費のうち、普通建設事業費の増は、歳入の市債で説明をした

消防救急デジタル無線中間更新工事や小学校体育館空調整備、また、新

たに認定こども園を整備するための用地購入費などによるものです。 

 その他の経費のうち、物件費の増は、歳入の県支出金で説明をした児

童生徒1人1台端末の更新整備や物価高騰等を反映した指定管理料の増額

などによるものです。 

 補助費等の減は、下水道事業会計補助金の減によるものです。 

 積立金の減は、ふるさと応援基金積立金によるものです。 

 続いて、14ページを御覧ください。 

 こちらは、当初予算額の推移です。 

 上段は、歳入で、下段は、歳出です。 

 15ページを御覧ください。 

 こちらは、普通建設事業費を整理をしています。16ページに合計を記

載しており、合計は14億2,078万4,000円です。 

 17ページを御覧ください。 

 こちらは、市単独補助金を整理しています。20ページのところに合計

を記載をしており、合計は4億1,971万5,000円です。 

 21ページを御覧ください。 

 こちらは、公の施設における指定管理施設を整理しています。24ペー

ジに合計を記載しており、合計は6億2,015万1,000円です。 

 次に、25ページから30ページまでは、節別予算、款別予算をそれぞれ

整理をして記載をしています。 

 31ページをお開きください。 

 こちらは、基金の状況です。 

 令和7年度末の基金残高ですが、一般会計所管の基金合計が66億9,668

万6,000円、全ての基金の合計が76億3,824万9,000円の見込みです。 

 32ページを御覧ください。 

 こちらは、地方債の状況です。 

 一般会計は、令和7年度に11億940万円の借入れを予定し、元金の償還

見込額は24億8,213万円で、令和7年度末残高は178億9,003万9,000円と、

約13億7,000万円残高が減る見込みです。市全体では、約15億7,000万円

の減となります。 

 続いて、33ページをお開きください。 

 こちらは、職員人件費総括表です。 

 一般会計に属する職員は三役及び再任用職員を含め、353人分、31億

8,156万1,000円を計上しています。 

 特別会計を含めた全体では、職員372人分、33億3,090万円となります。 
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 34ページは、非常勤特別職の月額報酬支給対象一覧表と、会計年度任

用職員の月額報酬支給対象一覧表です。 

 続いて、35ページから52ページまでは、会計別節別予算と、会計別事

業別予算を、それぞれ整理をして記載しています。 

 最後に、53ページ、一番最後のページをお開きください。 

 こちらは、地方消費税引上げ分を充当する社会保障施策を整理してい

ます。 

 これは、2014年に消費税を引き上げる際に、その使途を明確にするこ

とになっていることから、作成をする資料です。 

 以上、令和7年度当初予算案の概要を説明いたしました。 

 詳細は、それぞれの担当部局から、新たに事業実施をするもの、拡充、

縮小するものなど、前年度から大きく増減のある事業、または制度改正

となるものを中心に説明をいたします。 

 以上で、終わります。 

○児玉委員長  以上で説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。先ほどの概要説明について質疑ありませ

んか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  地域手当に関しては、こちらでよろしかったんですか。人件費のと

ころで、先ほどの概要説明の中には、給与の引上げのことしか述べられ

てなかったんですけども、地域手当ては、今回項目として各節のところ

で計上されてると思うんですけど、そこの増額に関しては、そこまで大

きな要因ではないという理解でいいんですか。 

○児玉委員長  ただいまの質問、ちょっと総務部のほうで質問していただけますか。 

 そのほか質疑ありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  今、佐々木委員のは、人件費の件で、13ページ、説明資料、当初予

算の資料の13ページの人件費のところで、今、説明では、人事院勧告に

よる期末・勤勉手当の増が、主な要因だというふうにおっしゃったんで

すけれども、その説明欄の主な増減理由は、会計年度職員報酬の増とい

うふうに書いてあって、ちょっと説明とここの記述に差異があるという

か、差異があるなと思うので、その辺りちょっと詳しく説明いただけま

すでしょうか。 

○児玉委員長  ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。 

 沖田課長。 

○沖田財政課長  全体説明では、主な内容の説明をさせていただきましたけども、今、

言われた詳細の説明については、総務部のところで、人件費の関係を御

質疑いただいたらと思います。よろしくお願いします。 

○児玉委員長  高下部長。 

○高下企画部長  少し補足をしますと、原因はいずれもあれです。人事院勧告に基づい
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て給与を上げたものが原因で、会計年度任用職員の部分も上がるという

ことになりますので、それを合わせて、今のような全体の報告、全体の

説明の仕方をいたしました。 

 職員分と、それから、会計年度任用職員分とで、どのぐらいの差があ

るかというところについては、申し訳ありません。ちょっとこちらで把

握ができませんので、総務部のときに聞いていただければというふうに

思います。 

 全体的な人件費が上がった理由について、全体説明ではさせていただ

きました。 

○児玉委員長  よろしいですか、総務部のところと、はい。 

 そのほかに質疑ございませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 これより、危機管理監の審査を行います。 

 予算の概要について説明を求めます。 

 神田危機管理監。 

○神田危機管理監  危機管理監です。よろしくお願いします。 

 危機管理監の主要事業について説明いたします。 

 当初予算資料の1ページをお開きください。 

 1ページの上段、危機管理監は、三つの主要事業を挙げております。1

ページの上段です。 

 1つ目の、新たな事業として2つ、1つ目の「広島県震度情報ネットワ

ークシステム回線の整備」は、当市の震度計を結ぶ回線をＡＤＳＬから

ＬＴＥ回線に切り替える事業です。 

 ＮＴＴのＡＤＳＬ回線のサービスが、2026年1月末で終了することに

対応するために、ＬＴＥ回線に切り替えます。 

 2つ目は、「個別避難計画の作成」です。 

 避難に支援を要する人「避難行動要支援者」一人一人に対し、災害時

の避難行動の計画「個別避難計画」を作成するものです。 

 これまで、自主防災組織や民生委員などの協力で、約50人の個別避難

計画ができておりますが、なかなか作成が進まないのが現状です。 

 そこで、福祉事業者や福祉専門職と連携した新たな仕組みづくりで取

り組む試みを始めようとするものです。 

 そして、主要な継続事業として、3つ目の自主防災組織の活動の支援

に、引き続き注力してまいります。 

 主要事業の説明は、以上です。 

 予算の詳細は、危機管理課長から説明します。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 國岡課長。 

○國岡危機管理課長  予算の詳細について、歳入の主なものから説明します。 
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 予算書の23ページをお開きください。 

 説明欄の下から2段目、5行目から、消費者行政活性化事業補助金、避

難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金は、事業の実施に伴い交付され

る県補助金です。 

 33ページをお開きください。 

 説明欄の3段目、消防団員退職報償金は、消防団員等公務災害補償等

共済基金から歳入する報償金で、団員に支給する退職報償金は、この歳

入で全て賄っています。 

 説明欄の5段目、総務課関係雑入の広島県防災ヘリ運営費助成金、広

島市消防ヘリ運営費助成金、3行下の安全・安心まちづくり事業助成金

は、いずれも広島県市町村振興協会からの助成金です。 

 続いて、歳出について説明します。 

 危機管理課は、事業費の全体予算をおよそ1,300万円減額しています。 

 それでは、61ページをお開きください。 

 上から2段目、交通安全推進事業費の主なものは、グッドドライバ

ー・レッスンの開催に係る業務委託料です。 

 次に、説明欄の3段目、防犯施設管理事業費の主なものは、市が管理

する防犯灯の光熱水費です。 

 工事請負費には、老朽化した防犯灯の撤去及び専用柱の取替え費用を

計上しています。 

 153ページをお開きください。 

 説明欄の2段目、非常備消防費の主なものは、消防団員の年額報酬と

出動報酬で、およそ800万円を減額しています。 

 減額の主な内容は、昨年開催された広島県訓練礼式大会の出場や訓練

に伴う出動報酬の皆減。水火災による出動報酬の減額です。 

 消防団員退職補償金は、団員50名分の退職報償金で、令和6年度と同

額です。 

 次に、説明欄の上から3段目、消防施設管理費の主なものは、備品購

入費で、八千代方面隊第1分団の消防ポンプ車及び吉田方面隊本部指揮

車の購入費用です。 

 なお、八千代方面隊第1分団の消防ポンプ車の購入は、昨年6月の定例

会で、財産の取得について議決をいただいたものです。 

 負担金補助及び交付金の消火栓設置負担金は、消防本部警防課から危

機管理課の予算に所管替えをしたもので、令和6年度と同額です。 

 155ページをお開きください。 

 防災施設管理費の主なものは、工事請負費で、「広島県震度情報ネッ

トワーク回線整備」に係る工事費用です。 

 負担金補助及び交付金は、広島県総合行政通信網の再編整備完了に伴

い、およそ1,100万円の減額です。 

 予算書に記載の県総合行政通信網維持管理負担金は、再編整備の年を
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除き、毎年計上する予算です。 

 最後に、説明欄の2段目、災害対策費の主なものは役務費で、全国町

村会災害対策費用保険料です。 

 負担金補助及び交付金は、広島県防災ヘリコプター並びに広島市消防

ヘリコプターの運営に係る負担金です。 

 なお、委託料には、新規で「避難行動要支援者個別避難計画作成にか

かる委託料」を計上していますが、土砂災害エリア対象者リスト作成業

務の終了により、トータルで200万円弱の減額です。 

 使用料及び賃借料は、河川監視システムの終了により、200万円弱の

減額です。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  二、三質問させていただきたいんですが、まず最初に、説明資料の1

ページの新規事業の個別避難計画の作成ですが、これを作成することに

よって、どういう効果が望まれるんでしょうか。 

○児玉委員長  ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。 

 國岡危機管理課長。 

○國岡危機管理課長  まず、個別避難計画は、災害対策基本法により、令和8年3月までの作

成の努力義務となっております。 

 この計画は、要支援者の中で避難情報を、名簿をお渡しする、避難の

支援者になる方に名簿を渡すことに同意をされた方に対して計画をつく

るもので、適切な避難につながるものと、適切なタイミングで避難して

いただいたり、事前に避難先を見つけていただいたりと、そういったと

ころで効果があると考えております。 

 以上です。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  危機管理課だけの話じゃないと思うんですが、生活支援制度があり

ますよね。これもまたどうかいう話もあるんですけど、それも一応見守

りいうところで、今やってますよね。 

 今、言われたのは、国がどっちかいや、制度でやろうという、だから、

市も追随してやるような感じなんかなと思って聞いたんです。 

 行政の横断的な取組として、危機管理課では、この個別避難計画を作

成する、方や、今の生活支援員で福祉保健部のほうで見守りのことの見

直しをやっていると、この辺との庁内の連携はどのようにお考えなんで

しょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 神田危機管理監。 

○神田危機管理監  今、福祉保健部と連携を取りまして、今回の制度というか、新しい仕
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組みづくりを取り組んでまいろうと思っているところです。 

 まず、この避難、個別避難計画の作成については、法に基づく部分が

ございます。生活支援員制度のところは、またそうではない、安芸高田

市独自のものでございます。互いに連携を取っていくのが理想だとは思

います。連携を取れるよう進んでいきたいと思っております。 

 以上です。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  分かりました。その方向で進んでいただきたいと思います。 

 次に、自主防災の関係なんですが、ここでは、活動の支援をするとい

うふうに書いておられるんですけど、担当課じゃないいうふうに言われ

るかも分かりませんが、防火水槽ですね。地域の自主防災活動をやるの

に、防火水槽の必要性と、それがどうなんかいうところが、必要でない

という地域もあろうと思うんですけど、この防火水槽の設置状況という

のは、危機管理課のほうで対応をどのように考えられとるんか、そこの

ところお伺いしたいと思います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 國岡課長。 

○國岡危機管理課長  防火水槽の住民要望の設置については、今年度で要望がありませんの

で、今年度から終了、建設はしておりません。 

 現在、来年度に向け、令和7年度に消防本部のほうで消防力の検証を

行われます。その中で、当然、今現在ある水利が、十分なのか、不十分

なのか、そういったところも含めて検証した上で、後に、消防本部と協

議しながら、どういったところが適切な配置になるかというところも含

めて考える方針でいます。 

 以上です。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 金行委員。 

○金 行 委 員  1点、お聞きします。説明資料の今の1ページから予算資料の155ペー

ジの新規事業の広島県のネットワークシステムの改善の整備の件で、Ｎ

ＴＴが2026年度の更新になって、ＮＴＳいう等々ございますが、更新だ

けのことですか。何か更新によって新しいこのシステムいうのがあるの

か。ただ、更新だけのあれですか、一点お聞きします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 國岡課長。 

○國岡危機管理課長  今現在、各支所の震度計をＡＤＳＬ回線で、広島県と接続しておりま

すけれども、このＡＤＳＬサービスが、2026年の1月で終了されるため、

携帯電話回線に変更する工事になります。 

 以上です。 

○児玉委員長  いいですか。 
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 ほかに質疑ありませんか。 

 山根委員。 

○山 根 委 員  157ページになるんですけれども、災害対策に要する経費の一番最後

になりますけど、18の157ページ、自主防災組織育成補助金についてお

伺いします。 

 これ39万4,000円ということで、令和5年から段階的にだんだん減って

いく経費になっていますが、自主防災組織育成補助金、この補助は1年

間で、大体何組織ぐらい、この令和5年、令和6年、また令和7年、令和5

年68万4,000円、令和6年52万4,000円で、39万4,000円と、段階的に減っ

ている。これからが大事なものではないかなと、状況的に、いつ何が起

こるか分からないというところでは大事になってくるんではないかと思

いますけど、状況的に、1年間で何組織で、どのようなことに使われて

いるか。今年度の見通しをお伺いします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 國岡課長。 

○國岡危機管理課長  まず、補助団体数の実績から申し上げます。コロナ中の令和3年度が4

件だったのに対しまして、令和4年が11団体で、令和5年が13団体、令和

6年が11団体の補助になってます。 

 この補助は、訓練をされたときの補助をしておりまして、例えば参加

者のジュースとか、そういったものに対して出されたり、例えば、土の

う袋を買われたりというところで、補助金額が、訓練参加の1人当たり

200円という金額になっております。この実績を基に、このたび減額を

させていただきました。その減額した補助金の主なものは、設立事業補

助金というものを、2組織組んでいたものを1組織にしています。 

 それと、もう一つが、資機材購入補助金、これを2組織にしてたもの

を1組織にしています。これがもう多くもう既に自主防災の組織が、設

立をされていますので、新たに増える、一遍に増えることがないという

ことで減額したものです。 

 以上です。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 山根委員。 

○山 根 委 員  自主防災組織が、もう設立されていると、今、安芸高田市で何件ぐ

らいいらっしゃるのか、お伺いいたします。 

○児玉委員長  國岡課長。 

○國岡危機管理課長  今現在で81組織になります。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 益田委員。 

○益 田 委 員  61ページの10目諸費のところの防犯推進事業費、18節の安芸高田市

防犯連合会負担金についてお伺いしたいんですが、これ昨年の41万
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2,000円と比べると、24万円になっているので、17万2,000円減額されて

るんですけど、この減額の理由をお伺いしてよろしいでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 國岡課長。 

○國岡危機管理課長  これは、この当該団体に負担金を支出しているものなんですけれども、

昨年度の決算の繰越金がかなりありましたので、繰越金が多かったので、

それで必要経費が、例年の負担金ほど必要ないということで減額をして

おります。 

 以上です。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  155ページの先ほど、山本委員も質疑があった個別避難計画作成業務

委託料についてお伺いします。 

 説明の中では、これまで自主防災組織や民生委員などとの連携により、

50数件の実績があるということだったんですけれども、今回この新規事

業をすることによって、個別避難計画を必要とされてる方の分母がどれ

くらいあって、それが今50数件、既に完了していて、この予算によって

どれくらい数が増える、どれぐらいカバーできるというふうにお考えで

しょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 國岡課長。 

○國岡危機管理課長  今現在、名簿提供の作成の対象者は、391名になります。 

 先ほど、危機管理監が申しましたけれども、今年度まで危機管理監が

単独で計画を作成しておりました。こういったところで、なかなか進ま

ないので、福祉保健部の連携のほか、福祉事業者や福祉専門職と連携を

して計画をつくるんですけれども、まずは、50件分の作成を目指して、

50人分の委託費用を、今回計上しております。 

 今の50人分の個別避難計画、今現在、計画の作成者は45名です。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  すみません。ちょっと再度確認になるかもしれないんですけども、4

目、155ページ、災害対策費の13節の使用料及び賃借料の中で、昨年度

あったシステム使用料が皆減になっているのが、何が理由で皆減になっ

たかを教えてください。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 國岡危機管理課長。 

○國岡危機管理課長  これは、河川監視システムの使用料を、これが終了しましたので、

158万4,000円ほど減額をしております。 
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 以上です。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 新田委員。 

○新 田 委 員  61ページなんですけども、先ほど、防犯灯の古くなったのを取り替

えるという形で理解したんですけども、そこもうちょっと詳しく御説明

いただけますでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 國岡課長。 

○國岡危機管理課長  これは、今年度老朽化した防犯灯、木柱の防犯灯の点検をしまして、

その中で、先日の2月補正のときに1基分、これを対応を急ぐものを1基

分を計上させていただきました。 

 令和7年度の予算には、4基分の予算を計上し、木柱防犯灯の撤去、そ

れから、移設の予算を4基分計上しております。 

 以上です。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  今現在、防犯灯がついてても、実際、使用されていないところも、

市内数か所あると思うんですが、その辺は、今後こういった形で予算で

取り外すとかいう形で、予算計上をまたされていくのかというところを、

ちょっと一点伺います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 國岡危機管理課長。 

○國岡危機管理課長  防犯灯の在り方全体を、また、令和7年度から管理の在り方を検討し

たいと考えておりまして、今現在どうするというところには至っており

ません。 

 以上です。 

○児玉委員長  神田危機管理監。 

○神田危機管理監  補足いたします。恐らく、新田委員が御質疑なのは、地元が設置され

ている防犯灯でつかなくなっているものというイメージでよろしいでし

ょうか。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  高齢化に伴う、ついてるんですけど、実は使用されてないところ、

過去には、市のほうと共同で、恐らくつけたと思われるんですけども、

その辺が、実際、今、高齢化でもうお金が払えないんで、もうつけない

というのが、ちょっと地元近くの付近で聞いたので、それに対して市の

ほうが、今後取り外していくんかどうなのか。その辺をちょっと伺いた

いと思います。 

○児玉委員長  神田危機管理監。 

○神田危機管理監  恐れ入ります。地元で管理していただいている防犯灯につきましては、

地元の予算で取外し等をしていただくということになっております。よ
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ろしくお願いします。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  ということは、市が取り付けた防犯灯は、市内で何か所あるんでし

ょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 國岡危機管理課長。 

○國岡危機管理課長  市が管理しているものは、全部で517になります。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  すみません。先ほどの個別避難計画のところで、必要とされている

数が391で、今現在で45済んでいて、今年度50を目指してということな

んですけれども、まず、この今回、今年度、来年度か、新年度やってみ

て、状況を見て、またこれを次年度以降、その事業効果に合わせて増減

をしていって、なるべく全員の方に、この計画をつくっていかないとい

けないと思うんですけども、そういうふうにしていくためのトライとし

て、今年度がある、来年度あるという認識でよろしいでしょうか。 

○児玉委員長  神田危機管理監。 

○神田危機管理監  まさにそのとおりでございます。 

 まだ、福祉事業者等との連携は、まだこれからでございます。まだは

っきり決まってない部分もたくさんございますので、しっかりこれから

協議していって、仕組みをしっかり作り上げていって、可能であれば、

もちろん全て、今年度以降、絞っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって質疑を終了し、危機管理監の審査を

終了いたします。 

 ここで、説明員交代のため、暫時休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前 １０時４１分 休憩 

      午前 １０時４３分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、会議を再開します。 

 これより、総務部の審査を行います。 

 予算の概要について説明を求めます。 

 新谷総務部長。 

○新谷総務部長  総務部の予算の概要を説明します。予算資料の1ページをお開きくだ

さい。 

 総務課人材の確保・育成では、市の将来を担う人材の確保のための採
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用試験を実施するとともに、研修を通じて職員の人材育成を図ります。 

 秘書広報課、魅力発信では、地域おこし協力隊のミッションとして、

インスタグラムを活用した市の魅力発信に取り組みます。 

 財産管理課、基幹集会所の長寿命化では、地域コミュニティの振興活

動拠点である基幹集会所の改修を行い、長寿命化を図ります。 

 次に、基幹システムの標準化では、デジタル庁の基本方針に基づき、

基幹システムを標準化・統一し、住民の利便性の向上及び行政運営の効

率化を図ります。 

 各事業の詳細は、それぞれの担当課長から説明をいたします。 

○児玉委員長  続いて、総務課の予算について説明を求めます。 

 佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  それでは、総務課の予算を説明いたします。 

 まず、歳入の主なものについて説明します。 

 予算書17ページをお開きください。 

 説明欄の中段、人事交流負担金は、令和7年度において、相互派遣等

を行うこととしています11名分の職員人件費相当分の人事交流負担金と

して、8,170万円を計上しています。 

 続いて、33ページをお開きください。 

 説明欄の中段、総務関係雑入のうち、会計年度任用職員と社会保険雇

用保険料は、会計年度任用職員等の被保険者負担分雇用保険料270万

4,000円を計上しています。 

 次に、環境整備協力費は、八千代町上根の宮島ボートレース企業団か

らチケットショップの売上額の1％を納入していただくもので、見込額

を2,000万円を計上しています。 

 損害賠償金は、安芸高田市消防救急無線デジタル化整備工事請負契約

に係る損害賠償を求める訴えを提起しており、その損害賠償金として

643万1,000円を計上しています。 

 続きまして、歳出です。 

 43ページをお開きください。 

 説明欄の中段、総務一般管理費は、行政嘱託員による行政情報提供事

業、その他一般管理事業等に要する経費で、主なものは、行政嘱託員報

償謝礼金、全庁の郵送料、通知公報発送委託料等1億806万3,000円を計

上しています。前年度と比較して増加している要因としましては、昨年

10月に値上がりした郵便料や人件費等の高騰による業務委託料の増額に

よるものです。 

 次に、45ページをお開きください。 

 中段の法制執務事業費は、例規の制定改廃、情報公開・個人情報保護

制度運用等に要する経費で、主なものは例規集データベースシステム使

用料204万3,000円などを含め、371万3,000円を計上しています。前年度

と比較して増加している要因としましては、例規集データベースシステ
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ム使用料の増額によるものです。 

 次に、ページ下段から47ページ上段にかけて、人事管理事業費は、職

員の人材育成事業、人事管理事業、福利厚生事業等に要する経費で、1

億8,813万6,000円を計上しています。会計年度任用職員の報酬額や共済

費が増加しておりますが、育児休業代替職員の給料や県等派遣職員負担

金の減額などにより、前年度と比較して減額となっております。 

 以上で、要点の説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  まず、歳入のところで、17ページ、分担金及び負担金、13款の、先

ほど人事交流の負担金が8,170万円ということだったんですけれども、

どちらと人事交流をする予定になっていますでしょうか。 

○児玉委員長  ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。 

 佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  広島県の後期高齢者広域連合、こちらのほうに1名派遣を、継続して

行います。 

 さらに、広島市消防局、消防署、そちらと1名の人事交流。 

 そして、広島県のボート企業団、こちらのほうに9名ということで、

合計11名の人事交流を予定しております。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  これまで、サンフレッチェ広島等にも派遣をされてたと思うんです

けども、この辺りは、今回は含まれてないということなんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  サンフレッチェ広島との人事交流につきましては、こちらから費用を

発生するというものはございません。相手側の負担のほうで、人事交流

を行っていくというものでございます。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  続いて、43ページです。総務一般管理費の中の12節委託料の中で、

行政嘱託員事務事業委託料がありまして、これは、昨年度の当初予算、

今年度の当初予算の審査の際に、年度半ばから、登録配達員にする予定

だということが出されていて、それが、また状況を見て、また考えます

ということだったと思います。この状況について、この後どうなってい

く予定なのかについて、御説明をお願いします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 佐々木総務課長。 
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○佐々木総務課長  昨年度の当初予算では、10月から登録配達員制度に移行するというよ

うな考えを持っているということで、説明をさせていただいたというふ

うに思います。 

 昨年、そういった意向を、各地域振興会の会長さん方と話をする中で、

もう少し現行の制度を継続してほしいというようなことがありましたの

で、昨年の10月からは、まだ引き続き、従前の形で継続をしているとい

うことです。 

 新年度におきましても、現行の形を継続していくということとしてお

りますけど、当然、担い手不足でありますとか、高齢化というところで

課題がございますので、そういった課題に対しまして、引き続き、解決

できるようなことを、今年度、新年度において計画をしております。 

 以上でございます。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  ということは、今年度については、従来どおり、行政嘱託員で行く

予定だという認識でよろしいでしょうか。 

○児玉委員長  佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  そのとおり、現行の制度を継続するように考えております。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  先ほど、ちょっと全般のところで御質問をさせてもらったんですけ

ども、地域手当の新設があると思うんですけども、全体、行政全体で言

ったら、かなりの増額になっているかなと思うんですけども、全国的に

ゼロ％から引き上げられている自治体が多いかなというふうに思うんで

すけども、安芸高田市として財政を考えたときに、このパーセンテージ

になっている理由というか、詳細をちょっと御説明いただければと思い

ます。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  昨年の8月、国の人事院勧告に基づきまして、地域手当のほうなんで

すけど、こちらが市単位ではなく、県単位で支給をしていくというよう

な勧告が出されました。これまで安芸高田市におきましては、安芸高田

市自体は、支給対象地域でございましたけど、例えば、広島市へ派遣で

人事交流等で行く場合は、そちらの広島市に勤務しているということで、

7.5％だったと思いますが、そちらを支給してたというがございます。 

 このたびの勧告を受けまして、県、広島県自体が4％としてという形

になっております。いきなり4％にするということになりますと、かな

り財政的な負担もございますので、令和7年度におきましては、2％とい

うような通達が出ております。段階をおって、こちらのほう、4％に引

き上げていくということで、今、計画をしております。 
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○児玉委員長  よろしいですか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  令和何年を目標に、4％になるということで確認したいです。 

○児玉委員長  佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  現在の計画では、2028年、令和10年の4月1日までに4％にしていきた

いというふうに、今の段階では考えております。 

○佐々木委員  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 秋田委員。 

○秋 田 委 員  主要事業の概要説明1ページで、人材の確保育成ということで、239

万4,000円の事業費、予算計上されて、内容的には職員採用試験と、そ

れから、職員の人材育成を図るというふうに理解しております。47ペー

ジにこの239万4,000円ですか。これの委託料で見るんだと思うんですが、

採用試験業務委託料とか、職員研修業務委託料とかになってるんですが、

それ以外にも239万4,000円には何かあるんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  人材確保・育成に関しての239万4,000円の内訳でございます。 

 先ほど、秋田委員言われましたとおり、研修にかかる費用、こちらで

言いますと、12節の73万5,000円。こちらが市独自で行う研修でござい

ます。 

 そして、その上に、採用試験の業務委託料119万9,000円、こちらです

ね。それと、18節のところに、職員研修負担金3万6,000円ございますけ

ど、こちらは県外の研修所で研修をする際に、受講する際の負担金でご

ざいます。それ以外には、あとは、研修に係る旅費、そういったものも

含めまして、239万4,000円の予算を計上しております。 

○佐々木委員  秋田委員。 

○秋 田 委 員  分かりました。 

 それで、昨年も質問したと思うんですが、職員採用試験で、全国から

公募、いっぱい確保するという、人材確保ということで試験をされて、

その説明がセンター方式ですか、テストセンター方式と、私は書いとっ

たんですが、やっぱり今年度もこういった方式でやられるんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  テストセンター方式というものは、全国のどこでも会場が指定されま

すけど、全国の各地で、約350ぐらいあったと思うんですけど、そうい

ったところでの会場で受けられるというようなものでございます。 

 今年度におきましても、テストセンター方式を基本に、採用試験のほ

うを実施していきたいというふうに考えております。 

○児玉委員長  秋田委員。 
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○秋 田 委 員  昨年度も既に取り組まれているんで、昨年度の結果を聞くんかどう

か分かりませんが、やっぱり全国からこういうやり方にすると応募があ

って、何人かは、もう、これに合格されたとか、そんなような状況には

なってるんでしょうか。 

○児玉委員長  佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  テストセンター方式に切り替えたのは、今年度からでございます。 

 当然、全国各地からの受験というのはございました。 

 ただ、全国で受験ができるというメリットもございますけど、いわゆ

るお試し受験じゃないですけど、そういったものも、幾らか見受けられ

るかなというふうに思っております。 

 1次試験に合格された方が、2次試験に受験に来られないというような

ケースもございます。ですから、テストセンター方式を実施するのと合

わせて、例えば、他の自治体で試験を実施される日に、一緒にぶつける

といいますか、合わせてやることによりまして、本当に、安芸高田市に

来たい人が、本所を受験していただけるというようなことも考えられま

すので、今年度の反省を踏まえまして、見直し等を行っていきたいとい

うふうに思っております。 

○児玉委員長  秋田委員。 

○秋 田 委 員  すみません。私も令和6年度は、だから今年度で、今、予算は、来年

度なんで、了解しました。すみません、失礼いたしました。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  先ほど、佐々木委員の関連で、地域手当についてなんですけれども、

この地域手当自体は、自治体に裁量があるものでしょうか。国の方針に

従って、法的なものでしたがわざるを得ないものなのか。市のほうで独

自に決められるものなのか。そこをちょっとお伺いしたいと思います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  国から出ているものは人事院勧告でございます。それは、あくまでも

勧告でございますので、その裁量につきましては、各自治体にございま

す。 

 ただ、本市でも、これまでも説明してきておりますとおり、人事院勧

告に準じた、いろいろな給与改定等を行ってきておりますので、このた

びは、そちらに準じた対応をしたというものでございます。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  地域手当そのものは、都市部において家賃が高いとか、物価が高い

とかというものを勘案して、それを是正するというような性質のものだ

と思います。 

 安芸高田市においては、これまで非該当であって、このたびの勧告に

よって、県内全域がそのエリアになったということなんですけれども、
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実際のところ、市として、この執行部として、この当市の状況が、手当

が必要な地域というふうにお考えなのかどうなのかというところを、ち

ょっとお伺いしたいと思います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 杉安副市長。 

○杉安副市長  実態のことをどう捉えるのかと、安芸高田市のいう質疑ですけれど

も、基本的には、市が、では、どのように、その人事院勧告制度を受け

止めるか、その調査結果がどのような形で、人事院の勧告が出ているの

かというのをずっと見ていくと、この人事院勧告制度というのは、なぜ

これを踏襲してきているかというのを、昭和36年から、この制度が始ま

ってます。 

 この趣旨は、労働三権の争議権を公務員が持てなくなってます。その

代償措置として、人事院勧告というものがありまして、それから、綿々

とつながれてきて、それが、人事院勧告の中身を見ていきますと、やは

り調査が全国規模で、しかも大きい団体、大きい企業や中小の企業も含

めて調査をされている結果が、以前、資料でお見せしたと思いますけれ

ども、その結果が出ております。これを踏まえると、この人事院勧告を

遵守するというのは合理性があると、我々は思ってます。 

 委員御指摘のように、では、独自で、もしそれをやるとすれば、独自

でその調査機関を立ち上げて、その精査をして、独自で決めていくとい

う手法を取らなくてはいけなくなりますので、そういうところを公平委

員会というのがあるんですが、うちは公平委員会しかなくて、人事委員

会というのがないので、人事委員会がやるに、任に当たるんですが、そ

れがない以上、独自に作って、いろんな人事院勧告に準ずるようなもの

の調査をした上で、決めていくという必要があります。ですから、それ

は実質できない状況です。 

 それと3つの適用があるんですが、情勢に応じて適用しなくてはいけ

ないというのも、人事院勧告の中の3つに、原則あるんですが、その中

にある情勢適用というのは、よその市町と比べてどうあるかというのを、

均衡を図りなさいよというのが、この人事院勧告の中の一つの指標にな

ってますので、それらを全て考えたときには、やはりこれに従って、準

用していくというところに合理性を確認をしてやってきております。で

すから、この地域手当も同じ考えでおります。 

 以上です。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 質疑があるようですが、審査の途中ですが、おおむね1時間が経過し

ましたので、ここで換気のため、11時15分まで休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前 １１時０５分 休憩 
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      午前 １１時１５分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 引き続き、総務課の審査を行います。 

 質疑はありませんか。 

 熊高慎二委員。 

○熊高(慎)委員  続いて、引き続いて、地域手当についてお伺いします。 

 副市長御答弁で、近隣市町のお話がありましたけども、近隣市町も段

階的に上げていくような状況でしょうか。お伺いします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  このたび4％に該当する地域につきましては、ほとんどの団体が段階

的に上げていくというふうな情報を得ております。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 新田委員。 

○新 田 委 員  33ページの雑入なんですけども、中段ちょっと上、環境整備協力費

について、これは、もともと八千代町の地域振興もしくは活性化につい

て、大体2,000万円程度が、毎年予算計上、収益計上というか、収入計

上されてたと思うんですけども、これは、特に、今年度も八千代町活性

化に特化するとか、そういった考えはないか。まず、一点伺います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  令和元年度から令和4年度までは、協力費の半分を基金に積立て、そ

の残りの半分は、一般財源として使ってきているというふうに聞いてお

ります。 

 令和7年度におきましては、これまでの基金積立分を加えた額を、教

育委員会の1人1台パソコン、こちらのほうに充当していくということと

しております。 

 以上でございます。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  それでは、ここ直近3年間ぐらいの実際に、幾ら収益が入ってきたと

いうのが、もし分かれば、答弁いただけますか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  2021年度については、2,055万7,856円、2022年度1,965万2,798円、

2023年度2,036万4,155円です。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 益田委員。 

○益 田 委 員  43ページの総務一般管理費の12節の委託料、お太助フォン運営業務



【速報版】 

 

22 

委託料のところなんですけど、今年度1,537万8,000円計上で、前年度が

1,320万円、大体115％、6％ぐらい増額になってるんですけど、増額の

御理由をお伺いしていいでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  増額の主な理由としましては、人件費の高騰と、そして、物価等の高

騰、そういったものによるものでございます。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 小松委員。 

○小 松 委 員  1ページの秘書広報課の魅力発信のところなんですが、総務部の秘書

広報課、総務課だけですか。失礼いたしました。文化だけ。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  43ページの総務一般管理費、12節委託料の中の弁護士委託料の増額、

去年からの増額に関して、詳細をお伺いします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  昨年よりも、予算ベースで524万円増額をしております。この要因に

つきましては、主には、富士通ゼネラルに対する損害賠償請求に係る弁

護士費用、こちらのほうが643万2,000円計上しております。こちらが増

額の主な理由でございます。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  今の御説明ですと、643万2,000円かけて損害賠償の予定が、33ペー

ジの歳入のほうにあったかと思うんですけれども、643万1,000円となる

となると、損害賠償、全部弁護士費用で使ってしまうような形になるか

と思うんですけど、そういうことになるんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  まだ、今、係争中でございますので、額のほうが確定をしておりませ

ん。うちが請求している額が、消防のほうから説明があったと思います

1億円ぐらいの損害賠償求めているということでございます。 

 今の時点では、弁護士費用にかかる費用と同じ、同額を歳入のほうに

計上しているということで、確定次第、そちらのほうを増減、補正で対

応していきたいというふうに考えております。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 浅枝委員。 

○浅 枝 委 員  33ページの雑入のところの説明の環境整備協力費の先ほどの八千代

のボート企業団のほうからのことなんですけど、令和元年から5年は、

基金のほうと一般財源のほうに充てられたと言われて、今年度は、パソ
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コンのほうですか、充てられるということなんですけど、これは、企業

団のほうから何か要望か何かあってのことでしょうか。 

○児玉委員長  沖田課長。 

○沖田財政課長  この間、基金積立てを数年行った後、現在は、一般財源として予算計

上をしておるところです。 

 内容につきましては、財源の宛先などは、こちらのほうで検討し、今

回充当するように考えたところです。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  1ページの事業の説明があったところで、職員の人材育成を図るとい

うところで、研修があったと思うんですけども、これは、今年度と同じ

内容を想定しておられるか確認します。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  市の独自研修につきましては、毎年ニーズに合わせて見直しをしてい

るということでございます。その他、主には、広島県自治総合研修セン

ターという、県が運営しているところがございますが、そちらのほうに

派遣をしたり、あと、県外のほうに、アカデミーというところがござい

ますけど、そういった市町村アカデミーで、そういったところに公募を

しまして、手を挙げたものが受講していくというようなことでございま

す。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  47ページの人事管理事業費の一番最後の18節のところで、県等派遣

職員負担金が、今年度から新年度予算、約1,000万円ほど減額になって

いますが、この要因をお聞かせください。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 佐々木総務課長。 

○佐々木総務課長  昨年度の予算要求時点では、危機管理監、県からの派遣職員を予定、

と同額を計上しておりました。結果的に、そちらの受入れがなかったと

いうことで、対前年比に対しまして、約1,000万円余りの減額となって

おります。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって、総務課に係る質疑を終了します。 

 続いて、秘書広報課の予算について説明を求めます。 

 山本秘書広報課長。 

○山本秘書広報課長  秘書広報課の予算を説明いたします。 

 歳入についてです。 

 予算書の33ページをお開きください。 
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 説明欄の上段、総務関係雑入の8行目、企業広告収入54万円は、広報

誌及びホームページの広告掲載料です。 

 その3行下のその他雑入36万7,000円のうち、ユーチューブチャンネル

の収益として36万5,000円を計上しております。 

 次に、歳出について説明します。 

 予算書の43ページをお開きください。 

 説明欄の最終行、秘書広報一般管理費は、市長・副市長の秘書業務、

表彰事業に要する経費です。 

 続いて、45ページをお開きください。 

 主なものとして、前年度と比較しまして、旅費を111万1,000円増額し

ております。これは、特に市長随行の費用としての特別旅費を増額した

ものです。 

 次に、47ページをお開きください。 

 説明欄の下段、広報広聴事業費です。 

 こちらは、ホームページ、広報紙、ＳＮＳなどを活用した情報発信業

務に要する経費です。 

 主なものとしまして、広報あきたかたの発行業務委託料2,098万8,000

円を計上しております。 

 前年度と比較して、委託料のうち、システム業務委託料27万5,000円

を増額しています。こちらは、避難情報発令の際、災害情報共有システ

ム、いわゆるＬアラートの発信と同時に、各ＳＮＳからも連携して情報

発信を行うために必要となるシステム機能に係る、追加にかかる費用で

す。 

 また、機能の追加に伴い、システムの使用料を13万2,000円増額して

おります。 

 以上で、要点の説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 小松委員。 

○小 松 委 員  先ほどは失礼いたしました。秘書広報課の主要事業の中に、魅力発

信というところがありますけれども、たしかミッション、インスタグラ

ムをミッションとした地域おこし協力隊の採用は、令和5年の10月から

でよかったと思うんですけども、令和6年度には、主要な事業としては

入ってないんですけど、今年そこに入ってるのは、特別な取組をすると

いうことで入ってるんでしょうか。 

○児玉委員長  ページ数でいうと、どこのところの質疑になりますか。 

○小 松 委 員  ページの主要。 

○児玉委員長  主要政策ですね。 

○小 松 委 員  主要施策の1ページの秘書広報課です。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 
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 沖田課長。 

○沖田財政課長  主要施策の概要のページなんですけども、昨年の概要は、新規拡充を

中心に掲載をする形でお示しをいたしました。 

 今回は、新規拡充も含めて、主要な事業を記載するような形に改善を

しています。なので、若干、去年と今年で違う事業の選び方をしている

ところで、若干違っておるということになります。 

 以上です。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 小松委員。 

○小 松 委 員  本年度に対しては、ミッションの目標値があったりすると思うんで

すが、インスタグラムの登録者数の目標値であったりとか、何か特別な

ことをするということで、今回の事業費のほうは変わった点はあるんで

しょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 山本秘書広報課長。 

○山本秘書広報課長  インスタグラムの魅力発信についてなんですけれども、当初は、フォ

ロワー数のほうを目標を高く取っておりまして、市の市民の皆さんが全

員見てくれるぐらいのフォロワー数を目指していたところなんですけれ

ども、なかなかそううまくはいかずというか、一時期増えたんですけれ

ども、今ちょっと伸び悩むというところではございます。 

 ただ、いろいろと地域おこし協力隊のほうとも話をしながら、いろい

ろな取組、今後もしていきたいと思っているところですが、特に、それ

に対して、当初予算のほうの金額を何か上げているというところはござ

いません。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって秘書広報課に係る質疑を終了します。 

 続いて、財産管理課の予算について説明を求めます。 

 小櫻財産管理課長。 

○小櫻財産管理課長  財産管理課の予算について御説明をいたします。 

 まず、歳入について説明をします。 

 予算書の17ページをお開きください。 

 説明欄の下側、使用料及び手数料の行政財産使用料の391万円のうち、

財産管理課所管分として、市有地に設置した中電、ＮＴＴ等に対する使

用料201万円を計上しています。 

 また、その下、総務施設使用料は、基幹集会所施設使用料を計上して

おります。 

 次に、21ページをお開きください。 

 中ほどの下側、国庫支出金の社会保障・税番号制度導入整備費補助金
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412万9,000円は、マイナンバー制度関係による補助金として、デジタル

基盤改革支援補助金6,805万7,000円は、標準化対応による補助金を、そ

れぞれ計上しています。 

 次に、27ページをお開きください。 

 下側、財産収入の財産貸付収入1,255万4,000円のうち、所管する土地

建物の貸付収入は912万5,000円です。 

 次に、29ページをお開きください。 

 上段の下側、物品売払い収入462万円のうち、公用車の売払収入400万

円を計上しています。 

 次に、33ページをお開きください。 

 中ほど、財産管理関係雑入は、所管する施設の使用電気代等を計上し

ております。 

 次に、歳出について御説明をします。 

 49ページをお開きください。 

 下側、公有財産管理費は、市が所有しています財産の管理に伴う経費

となります。 

 主なものとして、施設の火災共済保険料、管理地の除草費用、公共施

設用地の土地借上げ料等を計上しています。 

 次に、その下、51ページにかけてとなりますけれども、用度管理費は、

本庁・支所の事務消耗品等の購入費や事務機器の借上げ料及び保守点検

料を計上しています。 

 次に、庁舎管理費は、本庁及び支所庁舎の光熱水費、修繕費、電話等

の通信運搬費及び警備や清掃、各種設備に係る保守点検委託料、庁舎敷

地、電話機、空調機器、ＬＥＤ照明などの借上げにかかる費用を計上し

ています。 

 次に、その下、53ページにかけてとなりますけれども、一般車両管理

費は、公用車の燃料費、修繕費、自動車共済保険料及び車両のリース料

等を計上しています。現在、財産管理課所管の車両は64台あり、2025年

度は6台の車両更新を予定しています。 

 次に、地域活動拠点施設費は、31の基幹集会所の修繕料、指定管理料、

機器の借上げ等を計上しています。 

 主な経費として、調査委託料は、4施設の改修工事に伴う業務費、工

事請負費は、1件の長寿命化工事と2件の屋根改修工事にかかる費用を計

上しています。 

 負担金・補助金及び交付金は、地域小規模集会所施設の整備に要する

費用を、補助するためのものでございます。 

 次に、63ページをお開きください。 

 中段、電算システム事業費は、基幹業務用のサーバーシステムや職員

に配備しているパソコンのセキュリティー対策等の保守管理経費、広域

ネットワーク保守点検委託料などを計上しています。 
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 主な経費として、委託料、工事委託料は、総合行政システムの標準化

費用5,747万7,000円を含む委託費を計上しています。 

 保守点検委託料は、ネットワーク接続に関する保守点検費用や、サー

バーの保守点検費用などです。 

 使用料及び賃借料は、プリンターや業務用パソコンのリース料、基幹

系システムの年間使用料、データセンター使用料、コンビニ交付システ

ム使用料等を計上しています。 

 負担金は、マイナンバー制度に係る中間サーバー運用負担金、コンビ

ニ交付運用に係る地方公共団体情報システム機構負担金、広島県が運営

するセキュリティークラウドの負担金を計上しています。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  支出のところの53ページですけど、説明欄の地域活動拠点施設費の

12節の調査設計委託料なんですが、これ4施設の設計委託料と言われた

んですが、どこの何の設計をされるのか。説明お願いします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 小櫻財産管理課長。 

○小櫻財産管理課長  4施設でございますけれども、まず、上佐コミュニティセンターの改

修工事、これ実施設計でございます。下佐のコミュニティセンター、こ

ちら雨漏りがして、屋根のほうが悪いのでございまして、そちらのほう

の改修工事の実施設計書。 

 続きまして、上長田地区の多目的集会所、こちら長寿命化に関する工

事の、今年度工事をしますので、工事管理業務の委託料でございます。

さらに、船木ゆめ広場、こちらのほうは雨漏りをしますので、こちらの

ほうの改修工事の業務費を計上しております。 

 以上です。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  次に、それに関連するんだろうと思いますけど、14節の工事請負費、

工事請負費ですね。1件が、基幹集落施設の改修、2件が屋根の改修と言

われたんですが、施設はどういう、どこの施設でしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 小櫻財産管理課長。 

○小櫻財産管理課長  先ほど業務委託でもお話ししましたけれども、長田地区の多目的集会

所、こちらのほうが改修工事です。屋根のほうは、下佐コミュニティセ

ンター、船木ゆめ広場、こちらのほう2件が屋根のほうの改修工事とな

ります。 

 以上です。 

○児玉委員長  山本委員。 
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○山 本 委 員  長田多目的集会施設ですか。そこの経費が一番高いんじゃないかと

思いますけど、それが違えば、それぞれ金額を、予算を教えていただき

たいと思います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 小櫻財産管理課長。 

○小櫻財産管理課長  今、予算的に見込んでおりますのは、長田地区多目的集会所改修工事

でございますので1,500万円、下佐の屋根と総工事ございますけども、

工事460万円、船木ゆめ広場屋根改修工事が700万円でございます。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  49ページの3目財政管理費もここでよろしかったですか。大丈夫です

か。 

 財政管理費の11節役務費なんですけども、昨年度が2,000円で計上さ

れていたところを、今年度というか、来年度が99万円というところで、

増額理由を教えてください。 

○児玉委員長  今の質疑、財政課のところでお願いします。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  では、次なんですけども、5目財産管理費の中の12節委託料の中の除

草業務委託料なんですけども、具体的な場所を教えていただければと思

います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 小櫻財産管理課長。 

○小櫻財産管理課長  11か所ぐらいあるんですけども、今、予算のほうで挙げさせていただ

いておるのは、元吉田高校の学校寮跡地、丸山グラウンド、美土里の道

の駅周辺、旧小田東保育所、旧小丸子住宅団地跡地、旧向原公共下水道

用地、日南山工業団地、旧ひまわり保育所、小原保育所、小原親水公園、

ほかﾅｶﾂﾞｶ集会所跡地等を計上しております。 

○児玉委員長  佐々木委員。 

○佐々木委員  分かりました。 

 次なんですけど、51ページの12節委託料、ごめんなさい、庁舎管理費

12節委託料の庁舎一括保守管理点検業務委託料が、これが、今年度当初

予算よりかは増額しているんですけども、一括保守管理点検業務という

ふうに書いてあるので、何が増額になっているのか。教えていただけれ

ばと思います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 小櫻財産管理課長。 

○小櫻財産管理課長  こちらのほうが、長期契約なんですけれども、入札をする関係上、設

計額となっておりまして、今までは入札額で、入札・落札額下がったも

んであったんですけど、今回設計額を上げていますので、その関係上、
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上がっとるという形です。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 浅枝委員。 

○浅 枝 委 員  49ページの財産管理に要する経費の12節委託料の先ほど佐々木委員

が言われた除草のところなんですが、かなり数が多くてびっくりしたん

ですけど、年何回の予定なんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 小櫻財産管理課長。 

○小櫻財産管理課長  予算的には1か所でございます。 

 ただ、なかなか今の1か所できれいになるとはなりませんので、あい

たときに職員が出たり、そういうことで対応しております。 

 以上です。 

○児玉委員長  年1回という、よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  63ページなんですが、真ん中辺りの行政情報等に要する経費、電算

システム事業費の12節の委託料の中の説明で、電算コンサルＩＴコーデ

ィネータ業務委託料とかいうところの説明だったかと思いますけど、総

合業務の標準化を行う費用というふうに説明があったと思うんですが、

全国的に、統一の標準に改修していくいうことでやられるんだろうと思

うんですね。これは初めてなんでしょうか。それとも、何回かの、何回

目の取組なんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 小櫻財産管理課長。 

○小櫻財産管理課長  今年度からも取り組んでおるんですけれども、20業務に対して、今回

初めてのこととなります。 

 以上です。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  ということは、この取組によって、国の制度改正がありますよね。

国の制度改正、法律改正、常に、担当部署が工事費を組んで、費用を計

上しておりましたけど、大部分が国の平準化によって各部所が改正する

んじゃなくて、一部所でもって、どう言ったらいいか、国のほうでやっ

てくれたら、各自治体はその改修をする必要がなくなると、こういうよ

うな現象になるんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 小櫻財産管理課長。 

○小櫻財産管理課長  山本委員のおっしゃるとおりでございます。統一的なもので国のほう

が改修していくという形になります。 

 以上です。 



【速報版】 

 

30 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  同じく63ページの電算システム事業費の13節システム使用料なんで

すけども、このシステム改修に伴って必要になってくる費用かなと思う

んですけど、これは毎年かかる費用ということでよいでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 小櫻財産管理課長。 

○小櫻財産管理課長  システム利用料については、毎年かかってくる費用となっております。 

 今年度少し、前年比かなり上がっておるんですけれども、電算ソフト、

マイクロソフトなんですけども、こちらのほうが2024のほうのライセン

スの切り替えとか。また、先ほど言った標準化の関係で、ガバメントク

ラウド、政府のそちらのほうを使わせていただく、そちらのほうの使用

料等が、新たに計上されたということです。 

 以上です。 

○児玉委員長  佐々木委員。 

○佐々木委員  であれば、一過性の予算もここに含まれているという認識で、恐ら

く、例えば次の年度になると少し減ったりとかというふうに理解してよ

ろしいでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 小櫻財産管理課長。 

○小櫻財産管理課長  ちょっと10月1日のほうで変わりますので、来年度については、少し

上がるんじゃないかというふうに考えております。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  先ほどの佐々木委員の質疑に対して、ちょっと追加でお伺いしたい

んですけども、今マイクロソフトのライセンスの切替えということだっ

たんですけど、これは何年に一遍あるものなんでしょう。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 大下係長。 

○大下財産管理課電算管理係長  マイクロソフトのソフトのライセンスのサポート期限なんですが、こ

れは、マイクロソフトが、都度都度指定してきます。現在使っている職

員の業務ソフトを、マイクロソフトのものを使っているんですが、今年

の10月の中旬ぐらいにサポートが切れるというものになります。大体ど

れぐらいできるかというのは、マイクロソフトが新しいバージョンソフ

トを出したときに、都度指定してくるので、ちょっと何年というのは、

ちょっとそれを確認しながらという形になります。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  ということは、サブスクリプションで毎年かかってくるものではな

くて、何年かに一遍かかってくるけど、それがたまたま今年当たってい

るのでということ、そういう理解でよろしいでしょうか。 
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○児玉委員長  答弁を求めます。 

 大下係長。 

○大下財産管理課電算管理係長  お見込みのとおりになります。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  なったときに、でも、マイクロソフトのソフトを使うときに、どれ

くらい、何年かに一遍費用がかかるのか知りたいので、この件に係るマ

イクロソフトの予算はどれくらいになるのか、教えてください。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 小櫻財産管理課長。 

○小櫻財産管理課長  1,400万円余りを見込んでおります。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって財産管理課に係る質疑を終了します。 

 これより、総務部全体に係る質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって全体の質疑を終了し、総務部に係る

一般会計予算の審査を終了します。 

 ここで、説明員入替えのため、暫時休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前 １１時５０分 休憩 

      午前 １１時５１分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、会議を再開します。 

 ここで、議案第29号の審査を一時休止し、総務部に係る特別会計の予

算審査に移ります。 

 議案第34号「令和7年度安芸高田市吉田財産区特別会計予算」の件か

ら議案第41号「令和7年度安芸高田市川根財産区特別会計予算」の件ま

での8件を一括して議題とします。 

 予算の概要について説明を求めます。 

 新谷総務部長。 

○新谷総務部長  それでは、財産区特別会計予算について説明をします。 

 この予算は、安芸高田市管理会条例第8条の規定により、管理会の同

意を得たものについて、議会議決をいただくものです。 

 予算の内容は、担当課長から説明をいたします。 

○児玉委員長  続いて、予算の要点について説明を求めます。 

 小櫻財産管理課長。 

○小櫻財産管理課長  吉田財産区特別会計予算について説明をします。 

 予算書の見出し、財産区以降が、財産区特別会計予算書となっており
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ます。 

 こちらの9ページのほうをお開きください。 

 歳入の主なものでございます。主なものは、繰越金でございます。 

 次に、11ページをお開きください。 

 歳出の主なものは、委員報酬と財産管理費、倒木除去費用の業務委託

料となります。 

 続きまして、中馬財産区です。 

 21ページをお開きください。 

 歳入の主なものは、電柱とＫＤＤＩへの土地貸付料と繰越金です。 

 次に、23ページをお開きください。 

 歳出の主なものは、委員報酬と管理作業消耗品等、また、諸支出金、

補助金となります。 

 続きまして、横田財産区です。 

 33ページをお開きください。 

 歳入の主なものは、繰越金です。 

 次に、35ページをお開きください。 

 歳出の主なものは、委員報酬となります。 

 続きまして、本郷財産区です。 

 45ページをお開きください。 

 歳入の主なものは、繰越金です。 

 次に、47ページをお開きください。 

 歳出の主なものは、委員報酬と財産管理費、森林保険料となります。 

 続きまして、北財産区です。 

 57ページをお開きください。 

 歳入の主なものは、家畜集合施設の土地貸付料と繰越金です。 

 次に、59ページをお開きください。 

 歳出の主なものは、委員報酬となります。 

 次に、来原財産区です。 

 69ページをお開きください。 

 歳入の主なものは、繰越金です。 

 次に、71ページをお開きください。 

 歳出の主なものは、委員報酬となります。 

 次に、船佐財産区です。 

 81ページをお開きください。 

 歳入の主なものについては、繰越金です。 

 次に、83ページをお開きください。 

 歳出については、特に主なものございません。 

 続きまして、93ページをお開きください。 

 歳入の主なものについては、繰越金です。 

 次に、95ページをお開きください。 
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 歳出の主なものは、委員報酬となります。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑がある場合は、議案番号を指定して

質疑を行ってください。質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  議案番号が35号ですね。ページで言うと23ページなんですけど、こ

こ単独補助金が出てるんですけど、この単独補助金の内容について御説

明をお願いします。 

○児玉委員長  ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。 

 小櫻財産管理課長。 

○小櫻財産管理課長  こちらのほう、中馬財産区のほうの決め事になっておりまして、山の

管理等に資する予算を確保しているものでございます。 

 主には、草刈りとか、そういう作業とかいうもので確保されておりま

す。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認めます。 

 以上で、議案第34号「令和7年度安芸高田市吉田財産区特別会計予算」

の件から議案第41号「令和7年度安芸高田市川根財産区特別会計予算」

の件までの8件の審査を終了いたします。 

 ここで、審査の途中ですが、13時まで休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前 １１時５８分 休憩 

      午後  １時００分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、再開いたします。 

 ここで、危機管理課より、先ほどの質疑に対する答弁について訂正の

申出がありましたので、発言を許可いたします。 

 國岡危機管理課長。 

○國岡危機管理課長  先ほどの山本委員の消防水利に関する質疑の答弁で誤りがありました

ので、おわびして訂正いたします。 

 消防本部が、令和7年度に消防力の検証に関する調査をすると申し上

げましたが、正しくは、令和7年度に検証に関する調査は行われません。 

 消防水利の現状については、危機管理課が、今後調査します。 

 以上です。申し訳ありませんでした。 

○児玉委員長  ただいまの発言の訂正を許可します。 

 以上で、発言の訂正を終わります。 

 続いて、議案第29号「令和7年度安芸高田市一般会計予算」の審査を
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再開します。 

 これより、消防本部の審査を行います。 

 予算の概要について説明を求めます。 

 吉川消防長。 

○吉川消防長  消防本部の予算の概要について説明いたします。 

 当初予算資料の7ページ中段を御覧ください。 

 主要な事業としまして、消防総務課、民間提案制度を活用し、消防庁

舎、北部分駐所も含め、照明のＬＥＤ化を進めます。 

 続いて、警防課「消防救急デジタル無線設備の中間更新」は、平成26

年の整備から10年が経過し、耐用年数を迎える機器の更新を行うもので

す。 

 続いて、「消防ポンプ自動車の更新」は、消防力維持向上のため、各

計画に基づき更新整備するものです。 

 以上のほか、各事業の詳細は、それぞれの担当課長から説明いたしま

す。 

○児玉委員長  続いて、消防総務課の予算について説明を求めます。 

 田中消防総務課長。 

○田中消防総務課長  それでは、消防総務課が所管します予算について説明いたします。 

 初めに、歳入ですが、予算書の33ページをお開きください。 

 33ページ、説明欄の上段、雑入の救急支弁金は、西日本高速道路株式

会社から高速道路における救急業務に対して交付される支弁金です。 

 続きまして、歳出です。 

 147ページをお開きください。 

 説明欄の中段、消防総務管理費は、消防職員の教育・研修に係る旅費

及び負担金、被服関係の給貸与品の購入、庁舎維持管理にかかる光熱水

費、修繕料、庁舎清掃業務及び各種保守点検委託料などです。 

 149ページをお開きください。 

 13節使用料及び賃借料の機器器具等借上げ料96万円、こちらは、民間

提案制度を活用し、消防庁舎の照明をＬＥＤ照明に交換する事業です。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 熊高慎二委員。 

○熊高(慎)委員  先ほど御説明いただきましたＬＥＤの照明についてなんですけども、

民間提案制度を活用した場合のメリットをお伺いいたします。 

○児玉委員長  ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。 

 田中消防総務課長。 

○田中消防総務課長  この消防庁舎ＬＥＤの照明につきましては、機器代を10年間のリース

方式とします。リース代は年間96万円、交換することにより、電気代が

年間118万円削減は試算されております。 
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 よって効果は、年間22万円の削減となります。 

 さらに、ＣＯ２排出量が年間121トンの削減も予定されております。 

 以上です。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 山根委員。 

○山 根 委 員  147ページの委託料ですね。これは、昨年が449万5,000円だったと思

いますが、今回295万5,000円とかなり下がってますけれども、その理由

はどういうものなんでしょうか。伺います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 田中消防総務課長。 

○田中消防総務課長  この委託料の減額につきましては、消防ＯＡシステム、いわゆる消防

の出動に関するシステムの委託が、保守点検、すみません。消防ＯＡシ

ステムの保守点検委託料、約108万円が終了したことによる減額です。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  147ページ、消防総務管理費の10節需用費の光熱水費なんですけども、

社会情勢を鑑みると、ここは高くなるほうかなと思うんですけども、減

額されている理由を教えてください。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 田中課長。 

○田中消防総務課長  光熱水費の減額につきましては、先ほど申しました照明のＬＥＤ化に

よる電気代、約100万円の減額です。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  先ほど来、話に上がってるＬＥＤなんですけれども、これは、機器

を購入するんではなくて、リースにしたほうがよい点というのか、購入

した場合とどう差が出るのかということについて、ちょっと御説明をお

願いします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 田中課長。 

○田中消防総務課長  ＬＥＤの効果につきましては、これは民間提案制度、いわゆる業者の

ほうから機器を全取替えではなく、ランプ、そういったものをＬＥＤに

交換、こういった形で提案を受けました。機器を全部取り替えますと、

安定器、その他配線等の交換等も必要になってきますが、ランプのみの

交換という形で済んでおります。 

 以上です。 

○児玉委員長  南澤委員。 



【速報版】 

 

36 

○南 澤 委 員  そのランプの交換をこちらで行うのと、リースで対応するのとの違

いが、どう有利なのかをお聞きしております。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 田中課長。 

○田中消防総務課長  ランプを、消防本部のほうが一括して購入して交換ということになり

ますと、年間の支出が、その年度だけ突発的に上がってきます。それを

防ぐために、リース方式、年間10年間の契約ということで、年間96万円

を10年間という平準化を考えております。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって消防総務課に係る質疑を終了します。 

 続いて、警防課の予算について説明を求めます。 

 小笠原警防課長。 

○小笠原警防課長  それでは、警防課の予算について説明をいたします。 

 予算書の151ページをお開きください。 

 説明欄の上段、指令施設管理費は、消防指令施設の維持管理にかかる

経費で、消防救急デジタル無線や整備後1年間のメーカー保証期間を経

て、令和7年度から発生する消防指令センターの保守委託料、消防救急

活動における確実な通信体制を確保するため、消防救急デジタル無線の

更新に係る工事請負費などです。 

 続いて、説明欄の中段、消防活動管理費は、災害現場活動に要する経

費で、消防力の維持向上のため、車両更新計画に基づいて、消防ポンプ

自動車1台の更新に係る備品購入費のほか、消火活動や救急救助活動に

使用する各種消耗品、車両の燃料費や整備費用などです。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 新田委員。 

○新 田 委 員  恐らくここだったと思うんですが、ドローンを、恐らくお持ちだっ

たと思うんですが、これの整備代とか、保守代とか、特にかからないと

いうことの理解でいいですか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 小笠原警防課長。 

○小笠原警防課長  先ほどのドローンの整備費用と、点検費用ですか、維持管理費につい

てですけども、これは、毎年定期点検に出しておりまして、保守料の中

に4万2,900円、こちらを計上させていただいております。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 
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○佐々木委員  151ページ、消防活動管理費、令和6年度のときに、18節で補助金の

ところで消火栓設置負担金があったんですけども、組替えで、違うとこ

ろに予算が入っているというところの理由を教えてください。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 小笠原警防課長。 

○小笠原警防課長  負担金の中の消火栓設置負担金についての御質問だったと思います。 

 これは、消防水利、いわゆるその消火栓に係る設置負担金でありまし

て、危機管理課の所管します消防施設管理費、こちらで扱いをしたほう

がいいだろうということで組み替えを行われました。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって警防課に係る質疑を終了します。 

 続いて、予防課の予算について説明を求めます。 

 逸見予防課長。 

○逸見予防課長  それでは、予防課が所管します予算について説明します。 

 初めに、歳入ですが、予算書の19ページをお開きください。 

 説明欄の最下段、使用料及び手数料の消防手数料は、危険物施設許認

可事務などの手数料です。 

 続きまして、歳出です。 

 149ページをお開きください。 

 説明欄の下段、火災予防事業費は、会計年度任用職員1名分に係る報

酬、そのほか前年度と同様に、避難訓練や火災予防啓発に係る消耗品費、

防火管理関係などの追録図書費、自動車リース料、幼年消防クラブ用鼓

笛セットや視聴覚用教材ＤＶＤなどの備品購入費などです。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって予防課に係る質疑を終了します。 

 これより、消防本部全体に係る質疑を行います。質疑はありませんか。 

 熊高昌三委員。 

○熊高(昌)委員  消防団員から聞いたことなんで、定かな内容じゃないんですが、北広

島町の消防団、消防も含めて、火災を起こして消火に行ったら、原因者

が罰金を払うんだというふうな制度があるというふうに聞いて、それが

あることによって、随分火災発生件数が減ったというふうなことを聞い

たんですが、それが、その辺の消防なんで、事実かどうかということも

含めて、そういった考えがあれば出動費、いろんなものが抑制できる可

能性はあるんだろうなと思って聞いたんですが、その辺の実態について

お聞きしたいと思います。 
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○児玉委員長  答弁を求めます。 

 田中課長。 

○田中消防総務課長  消防本部のほうで所管しております条例関係では、罰金というものは、

ちょっと確認はできておりませんけれども、安芸高田市の火災、火入れ

に関する条例というのがございまして、そちらのほうに違反した場合が

という条例があるのは承知しております。 

 その他、今回の熊高委員がおっしゃる罰金というのは、恐らく警察の

ほうで、火気の取扱い関係のことで罰金になったんではないかと、ちょ

っと考えます。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって全体の質疑を終了し、消防本部の審

査を終了します。 

 ここで、説明員交代のため、暫時休憩します。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 １時１７分 休憩 

      午後 １時１９分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、再開いたします。 

 審査に入るに先立ち、黒田政策企画課長より、2月28日の委員会の答

弁の中で取消しの申出がありましたので、発言を許可いたします。 

 黒田政策企画課長。 

○黒田政策企画課長  2月28日の予算決算常任委員会において、光ネットワーク管理運営費

の減額についての質疑に対する私の答弁の中で、具体的な地名と原因を

詳細に述べたことで、個人が特定されるおそれがある部分がありますの

で、その部分の発言を取消し、迂回ルートへの変更が生じ、工事の計画

変更が必要となったので、年度内の完了が見込めなくなり、減額したも

のでございますの答弁としていただきますようお願いいたします。 

○児玉委員長  ただいまの発言の取消しの申出を許可することに、御異議ございま

せんか。 

  〔異議なし〕 

○児玉委員長  異議なしと認めます。 

 よって、発言の取消しの申出を許可することに決定しました。 

 以上で、発言の訂正を終わります。 

 議案第29号「令和7年度安芸高田市一般会計予算」の審査を再開しま

す。 

 これより、企画部の審査を行います。 

 予算の概要について説明を求めます。 

 高下企画部長。 
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○高下企画部長  それでは、企画部の予算の概要を説明いたします。 

 予算資料の1ページ、2ページを御覧ください。 

 企画部で取り組む事業の主なものは、新規事業としては、「1番、お

太助フォンの更新に当たって、低所得世帯の機器設置の支援」、「2番、

先日の全員協議会で説明させていただいた各支所への集落支援員の配置」

がございます。 

 そのほか、特に重点的に取り組むものとしては、「3番、2024年度か

ら始めた次期総合計画の策定の完遂」、「4番、地域公共交通計画に基

づいた市内交通体系の再編」、「7番、ふるさと納税制度を活用した市

のイメージ向上、産業の振興、財源の確保」などでございます。 

 各事業の詳細については、予算書に基づいて、それぞれ担当課長から

説明をいたします。 

 以上です。 

○児玉委員長  続いて、財政課の予算について説明を求めます。 

 沖田財政課長。 

○沖田財政課長  財政課の予算を説明します。 

 歳入ですが、冒頭、企画部長が説明しました交付金・交付税等は、説

明が重複しますので省略します。 

 そのほかの歳入です。 

 予算書23ページをお開きください。 

 中ほどになります。県支出金の県移譲事務交付金は3,370万2,000円を

計上し、それぞれの移譲事務の人件費に充当しています。 

 33ページをお開きください。 

 中ほどになります。財政関係雑入、広島県市町村振興協会市町交付金

は、宝くじの収益金を財源として、県内の市と町の人口規模等に応じて

交付されるものです。 

 続いて、歳出です。 

 49ページをお開きください。 

 上段の財政管理費の主なものは、行政情報サービスのライセンス料と

して、通信運搬費を計上しています。 

 これは、国や地方自治体などの行政情報を配信しているインターネッ

トサービスです。 

 また、この予算は、これまで「行政改革推進事業費」に計上していま

したが、「財政管理費」に変更をしています。 

 これまで取り組んできた行財政改革は、形態を見直し、当分の間、庁

内横断的な組織によって進めるため、予算の計上が必要ないことから、

財政課の庶務的な予算に計上し、「財産管理費」に変更しました。 

 53ページをお開きください。 

 下段の基金管理に要する経費は、各基金の積立金、総額4億3,150万

1,000円を計上しています。 
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 55ページをお開きください。 

 前年度と比較して、最も減少したのは、ふるさと応援基金です。 

 これは、ふるさと納税制度の寄附金の減に伴うものです。 

 137ページをお開きください。 

 入札工事検査管理費は、契約システムの使用料や入札システム共同利

用の負担金などです。 

 187ページをお開きください。 

 元金償還と利子償還は、市債の償還に要する経費をそれぞれ計上して

います。 

 予備費は3,000万円を計上しています。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  55ページ、53ページの下から、基金の積立てに関してなんですけど

も、昨年度と比較して、財政調整基金への積立金の増額だったり、地域

振興基金の積立金の増額だったりというところが、10倍だったり、3倍

だったりとかという形で、結構大きな額で変更になってるんですけども、

積立ての方針というか、方向性みたいなところが、昨年度から変わった

のか、お聞きします。 

○児玉委員長  ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。 

 沖田課長。 

○沖田財政課長  それぞれ積立金の積立て方針は変わっておりませんけれども、入って

くる歳入の増減によって、積立金が減額になっている、または増額にな

ってくるというものがございます。例えば、先ほど御説明しましたふる

さと応援基金については、ふるさと納税制度の寄附金が減額したことに

伴って、積立金が減額した。あるいは、まち・ひと・しごと創生基金に

つきましても、こちらも寄附金の減額に伴って減額になった。または増

額になったものにつきましては、森林環境譲与税の積立金などは、入っ

てくる譲与税の金額と、今年度実施する事業に充当すべき事業の差引き

を積立てを行うことになってまして、それが昨年よりは増えたといった

ようなものがございます。考え方は同じなんですけれども、入ってくる

歳入に伴って増減していることになります。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  基金と市債のあたりなんですけれども、現状は、金利がこれまでず

っと低かったんですけれども、金利の上昇傾向が予想される中、例えば

減債基金とか、これは最後返済するための基金だと思うんですけれども、

金利上昇を見込んで、早めに返していくとか、そういった辺りで何か策
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というか、何かお考えがありますでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 沖田課長。 

○沖田財政課長  現在市債の償還については減少傾向にございまして、ずっと下がって

おる状況がございます。言われるように、利子の状態は、上昇傾向にあ

ってかさむということが想定されますけれども、現在減債基金を使って

繰上償還をしていた時期もあるんですけれども、現在は順調に償還金が

下がっていることがございますので、繰上償還を今すぐ始めようという

計画は、今のところはないんですが、言われるように、利息の上昇に伴

って、今後借りていく市債の状況も検討しながら、借入れの金額を、全

体的に見て、今後推計的にどのようにしていくのがベストなのかという

ことも検討しながら進めていきたいというふうに思います。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  49ページの財政管理費の中で、昨年度ありました動画配信編集業務

委託料が皆減になっているので、令和7年度においては、動画等の配信

を予定していないのでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 沖田課長。 

○沖田財政課長  これは、これまで実施していました財政説明会の動画配信を行うため

に計上していたもので、今後は、財政説明会というものを開催する予定

はございませんので、減額としております。 

 ただ、そういった財政の状況は、また違った方法で周知できればとい

うふうに考えております。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって財政課に係る質疑を終了します。 

 続いて、政策企画課の予算について説明を求めます。 

 黒田政策企画課長。 

○黒田政策企画課長  それでは、政策企画課の予算を説明いたします。 

 まず、歳入の主なものです。 

 予算書の27ページをお開きください。 

 中央の統計調査市町交付金2,092万7,000円は、2025年度に実施される

統計調査に関する交付金です。 

 29ページをお開きください。 

 中段のふるさと納税制度寄附金1億8,000万円は、ふるさと納税制度を

利用した個人からの寄附金、企業版ふるさと納税3,000万円は、企業版

ふるさと納税を利用した企業からの寄附金です。 

 続きまして、歳出です。 
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 55ページをお開きください。 

 説明欄の下段、企画調整事業費です。市総合計画を策定する費用や連

携市町間の公共交通を利用した交流促進にかかる費用として、広島広域

都市圏協議会負担金を計上しています。 

 57ページをお開きください。 

 ＪＲ線対策事業費です。ＪＲの駅舎及び周辺の管理費を計上するとと

もに、三次駅から広島駅間の鉄道及び関連諸施設の在り方や将来にわた

り地域住民に利用されるものにしていくことについて議論する任意協議

会の負担金を計上しています。 

 59ページをお開きください。 

 説明欄上段の生活交通路線維持負担金は、赤字となっているバス路線

の維持を支援する費用となります。 

 続いて、定住促進事業費は、関係人口の創出に関わる経費です。 

 会計年度任用職員報酬は、地域おこし協力隊7名の報酬です。 

 地域おこし協力隊の活動支援業務委託料は、協力隊員のＯＢ・ＯＧ等

がこれまでの経験を生かし、年間を通じて協力隊員の活動を支援するも

のです。 

 また、募集支援業務委託料は、協力隊の募集から地域への定着を支援

するものです。 

 高校応援プロジェクト補助金は、吉田高校と向原高校の学習をサポー

トするオンラインサービスとして、スタディサプリ使用に充当するもの

でございます。 

 63ページをお開きください。 

 ふるさと納税寄附推進事業費です。ふるさと納税制度を利用した寄附

の推進に係る経費を計上しています。 

 ふるさと応援寄附記念品業務委託料は、返礼品代、送料などを含む委

託料です。 

 使用料は、返礼品を掲載しているインターネットサイトの使用料です。 

 65ページをお開きください。 

 地域情報化推進事業費です。委託料のイントラネット路線調査業務委

託料は、強靱化したルートについて調査し、システムで管理できるよう

にするものです。 

 お太助フォン端末機購入補助金は、機器更新の際に経済的な理由で端

末の購入が難しい方を支援する予算を計上しています。 

 続いて、光ネットワーク管理運営費です。光ネットワークの管理運営

に係る経費を計上しています。 

 保守点検委託料は、光ケーブルをＮＴＴや中電の柱にかける共架料と

なります。 

 工事費は、センター及びサブセンターの空調機器改修にかかる費用を

計上しています。 
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 67ページをお開きください。 

 65ページから67ページにかけて、自治振興推進事業費です。 

 地域の相談窓口としての機能強化のため、各支所に1名ずつ配置する

集落支援員の報酬や地域振興組織の活動支援などに係る経費を計上して

います。 

 75ページをお開きください。 

 75ページから77ページにかけて、統計調査管理費、国勢調査費、学校

基本調査費など、2025年度に実施する統計調査に必要な経費を計上して

います。 

 133ページをお開きください。 

 説明欄上段、観光振興事業費は、サンフレッチェ広島を支援する様々

な応援事業を展開し、市のプロモーションにつなげる取組に係る経費を

計上しています。 

 サンフレッチェ広島応援事業補助金は、道の駅三矢の里あきたかたで

のパブリックビューイングやスポンサードゲームの開催などの費用を補

助金として拠出しています。 

 135ページをお開きください。 

 説明欄上段、観光振興施設管理運営費です。サンフレパークの管理に

かかる費用として、修繕料と指定管理料を計上しています。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 熊高慎二委員。 

○熊高(慎)委員  65ページの新規事業、安芸高田市お太助フォン端末機購入補助金につ

いて伺います。12月の一般質問でもさせてもらったんですけども、こち

ら1,650万円の計上された金額について、想定されている人数や金額に

ついて内容をお伺いします。 

○児玉委員長  ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。 

 黒田政策企画課長。 

○黒田政策企画課長  お太助フォンの設置補助につきましては、あくまでも現在の想定の予

算措置となりますので、設置補助としては1,000件程度を想定しており

ます。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  ちょっと随分聞かせていただきたい件があるんですけど、まず、今、

熊高委員の質問の答えの中で、件数は聞いたんですけど、どういった人

が対象になるんかいうのが分からん。補助要綱は作られとるんだろうと

思いますが、どういった人が対象になるのを条件にされとるんでしょう

か。 
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○児玉委員長  答弁を求めます。 

 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  お太助フォンの更新に当たりましては、経済的にも更新が難しい、更

新が難しい方について、一定の補助金を現在のところ考えております。

補助要綱については、まだ要綱のほうを制定しておりません。 

 今後、事業者と、一番最適な補助内容を検討して、要綱等の制定をい

たしまして、補助金を支出していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  この制度を作るのに、こういった内容のときに、行政が手当をする

と、こういうようなことで助成措置は考えられるんじゃろう思うんです

けど、今言われた分は、まだ漠然として、生活が困難言うたらいろいろ

あるんで、生活保護世帯になるような人たち、対象になるような人たち

が、生活困難と。こういうふうな形で対応していくんだというような具

体的な考えがあってしかるべきじゃもんですから、そこらはどうなんで

しょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  現状では、住民税の非課税世帯を想定して、制度設計を行うように検

討しております。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  それでは、違ったことについてお伺いしますけど、まず、55ページ

の企画調整等に要する経費の12節の委託料、各種計画策定業務委託料と

いうのがあるんですが、これは、総合計画いうような基本構想、基本計

画いうような話があったように思いますけど、各種いうて書いてあるん

で、それ以外、これも含めてですが、それ以外どんなことがあるんでし

ょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  基本構想と基本計画を、令和7年度で策定する予定でございまして、

各種という表現になっております。 

 以上です。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  これも委託料ということなんで、どこかへ頼まれるんだろうと思う

んですね。頼まれる、頼み方ですね。それはどのような方法を考えられ

とるのかということと。どういった方がこれに参加されるんかというこ

とを、ちょっとお伺いします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  総合計画の策定業務につきましては、令和6年度の契約となっており
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まして、2か年の契約になっております。令和6年度におきましては、プ

ロポーザルにより業者を選定いたしました。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  令和6年度の業者の方が、7年度もやられるということは、債務負担

行為でもなかったんでしょうか。前年度に引き続き、本年度も随意契約

でやるという、そういう考えでしょうか。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  債務負担行為のほうで対応しております。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  次に、57ページなんですけど、ＪＲ線対策事業費の18節の負担金補

助及び交付金の欄の補助費の甲立駅乗車券類販売支援補助金ですか。こ

の補助金が減額になっとるんですね。減額になった理由を教えていただ

きたいんですが。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  こちらは、補助金交付要綱のほうを制定しておりまして、要綱により、

令和7年度につきましては、67万5,000円の補助金をするということで決

まっておりますので、要綱に準じて予算を減額しております。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  要綱に、その年度ごとの補助金額が載っとるんでしょうか。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  要綱を制定したときから、4年間で一応ゼロにするということで、要

項内に金額のほうは掲載してあります。 

○児玉委員長  高下部長。 

○高下企画部長  すみません。この販売業務支援補助金については、昨年の9月のとき

に、当初付けてなかったものを復活させた形で補正をさせていただいた

ものです。 

 その説明の際にも、今回補助金を、説明の時間が相手方に対する説明

の時間が短かったので、このままでしっかり説明をして、もう少し様子

を見るという意味でも、最初の金額から4年間をかけて減額をしていき

ながら、基本的には、市としては、ここについての補助については、駅

員を配置するというふうなところについての支援というのは必要ないと

思うが、その説明をする時間が短かったということで復活をさせたもの

です。 

 その説明をさせていただくときにも、だんだんとゼロに向けていくと

いうことで、4年間をかけて減額をしていくというふうなことを説明を

させていただいております。 

 今、課長が説明した要綱は、それを文章としてきちんと提示をしたも

のというふうなことで、その要綱に基づいて実施をしているということ

です。 

 以上です。 
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○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  今、部長が説明されたのは、去年の9月の補正で、若干そういうよう

な話はされとったんですが、大きな根拠は、地元から要望書が出たんで

いうのが、市長の答弁だと思うんですね。 

 今4年間、頭からもう4年間でなくしますよいう考えで、補助金を出す

ということは、誰、まちづくりとしてどういう考えでなくすということ

に決められたんか、そこんところの考えを教えていただきたいと思うん

ですが。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 高下部長。 

○高下企画部長  まず、この業務については、こうだ21、指定管理を受けておられたこ

うだ21のほうが、これまで旧町から引き継いできた事務ということでや

っておられたというものです。 

 この間、この3年、4年ぐらいのところになりますけども、駅の利用者

というのが非常に減ってきている。これは、甲立、安芸高田市内だけで

はなくて、全国的にもそのようになっていて、有人の駅の販売をすると

ころというのは、ＪＲの方針として、大きな駅だけにしていくというふ

うな形になってきています。 

 今、有人でやっている駅というのは、幾つか芸備線沿線でもあります

が、ここについては、市がかなりの費用を負担して出しているところと

いうのがあるくらいになっていて、そうは言っても、これがいつまで続

けられるかというところについては、非常に難しい面があると思ってい

ます。利用者と、それから利用者の数と、それから、費用の負担の関係

のところから、これまでずっと検討してきましたけども、この駅のとこ

ろでの有人の販売のところの利用というのも、なかなか回復してくるめ

どが立たないということで、これをいつまでも続けられないからという

ことで、前年の4月のところで一旦打切りをしたというのが、これまで

の検討の経過でした。 

 この状況というのについては、これから見ていっても、様子について

急激に増えるということがあれば、その判断を変えるということはあり

得ますが、基本的には、その傾向は今のところは変わっていないという

ことから、今は4年間でというふうに区切りをつけて、復活、復帰、そ

れよりも増えていくというふうな様子が見えない限りは、当初というか、

9月のときに示した方針のとおり進めていきたいというふうに考えてい

るというところです。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  今の話を聞いたら、取りあえず要るんだろうから、補助金で賄おう

と、4年間ほど、延命しようと。4年たったらもう要らんだろうという市

の方針じゃいうふうに聞こえるんです。 

 要望書はどうやって書いてあったか。読んでおられる思うんで、そこ
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をちょっと要望書は、どういうことが書いてあったのか、地元の意見で

すよね。それに答えられたんじゃ思うとるんですが、今の話はちょっと

違うんで、要望書どうやって書いてあったんか。言ってみてください。 

○児玉委員長  高下部長。 

○高下企画部長  細かい書きぶりまではちょっとここで記憶はしておりませんが、要は、

まちづくりの視点から残してもらいたいというふうなことであったかと

思います。 

 ただ、まちづくりのというふうなことがあるのであれば、あるのであ

ればといいますか、では、どういう視点で、これを残していく。利用者

がどのぐらい乗られるかということで、その費用負担というのは変わっ

てきますが、そこに、なかなか変化が見られないというところは、この

数年で分かっていることであります。ですので、一旦区切りをつけてと

いうふうなことを、去年の4月のときに考えましたが、その要望書もあ

ったことから、その向こう4年間で回復していく見込みが、負担金がゼ

ロでいけるような形にならなければ難しいですよというふうなことを、

先方にもお話をして、了承を得て、4年、要綱を定めたというのが、実

際のところです。 

 以上です。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  どうも市の姿勢として、まちづくり、芸備線沿線を利活用を推進を

しながら、沿線の町をどういうふうに持ってくんじゃいう視点が、全く

ないように思うんです。 

 ただ、あそこの切符を販売する団体が、当面、助成金を出して延命す

りゃええんじゃと、補助をいつまでも出さんでと、こういう視点だろう

と思うんです、聞こえが。町、駅のいう、駅に有人があるいうことが、

有人の駅があるいうことが、その駅、駅周辺、その地域が廃れんと、町

が廃れるようになるんで、有人を存続してくれというのが要望だと思う。 

 様子見て乗るもんが、だんだん少のうなったら辞めるんです。いつま

でも助成できん。じゃあ、駅があることによる、その地域のまちづくり

はどうなるんだろうかいう結果を、4年先じゃあ、せんじゃあ言うて言

われるんで、その結果が見えたような話ですよね。では、町のことを言

うと悪いんですけど、甲田町の甲立駅、高田原や甲立、強いて言えば、

小原も含めてですが、甲田町は沿線の町として、どういうふうに市は持

ってこう思って思われとるんですか、この4年間の間に補助金は切る。

では、こういうことで、まちづくりしていくという考えがあるなら、そ

こを説明してください。 

○児玉委員長  高下部長。 

○高下企画部長  将来的な形というのは、甲田地域のことに限ってということでは議論

ができないと思っています。それもあっての広島と三次と安芸高田の協

議会が立ち上がって、そこで、三次から広島までの活用をどういうふう
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に生かしていくか。残していけるのかというふうな、そういうふうな議

論をしているところだと思っています。 

 甲立の駅のところには、今は、駅員さんが、こうだ21のほうが配置を

していますけども、それがあるから芸備線全体がとか、安芸高田市の路

線全体がというふうなこととは、少し議論の部分が違うかなと思ってい

ます。甲立地域、全体をどうすべきかというところについては、今まさ

に協議をしている段階、その場合にあっては、ＪＲが今の形で残してい

くのが非常に厳しいというふうに、再三の数字も示した上で提示があり

ますんで、ある程度、市としても費用を負担しないと、芸備線が運行で

きないというふうなことがあるかもしれないなということが、見えてき

つつあります。 

 そういう金額的なボリュームの話でいくと、今の甲立駅の駅の駅員さ

んへの補助金の部分に対しての金額とは、比較にならないくらいの金額

のボリュームがありそうなイメージです。 

 ただ、これはまだ、実際それが数字として示されていませんし、それ

に対してどうするということは、まだ判断はできませんが、そういった

少し大きな明定で、芸備線沿線の路線については考えていく必要がある

かなと思っています。すみません。ちょっと正面からお答えできる形に

はなってないんですが、今検討、芸備線沿線をどうしていくかというの

を、3市で考えていく中にあって、市としてどういうふうにしていくか

というのが、まだ決まっていない状態ですので、少しお答えがしにくい

部分があります。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  そこはしっかりしてくださいよ。どうなるか分からんのだが、4年た

ったらもう有人の駅は辞めるんですと。今の答弁の中は、駅員さんの存

続、駅員さんのことを思うたための補助の出し方じゃないですか。 

 安芸高田市として、広島三次間で協議していく中で、安芸高田市は、

ここが一番大事なんだから、どこの駅もなくなってきとるが、安芸高田

市としたら、有人の切符の販売は大事なんだと。だから、助成を続ける

んだと、こういうようなことが安芸高田市の姿勢として、沿線を守ると

いう、そういうような市の考え方を示せんですか。 

 今の答弁じゃ、駅員さんの存続があるんで、それで考えていきよるん

です。私らは、あそこの団体を残してくれ、駅員を残してくれいうこと

を言っとるんじゃない。有人販売を残すべきだと、こういうことを言っ

とるんです。 

 ですから、補助金なしでも有人販売を、市としたらこういう形で残す

ようにすると。こういうような姿勢が欲しいと思う。今から3市の中で

協議していく中で、広島市はどうされるんですか、三次はどうされるん

ですか、では、安芸高田市もついていきましょうと、こんな姿勢で協議

に臨んでもろうとるんじゃ、市の姿勢として全く考えがない。この予算



【速報版】 

 

49 

でそうにしか受け止めれんのですが、そこらもう一度考えを示しくださ

い。 

○児玉委員長  杉安副市長。 

○杉安副市長  当初予算で、今、計上しておる部分の質疑であると理解してお答え

をせな、もちろんそう思っていますんで、聞いていただきたいと思いま

すけれども、分けていただいて考えないといけないと思うんですが、い

や、こうだ21さんとの経過は、先ほど来説明をさせていただいて、一応

協議が調って、4年後にというのは、既定の事実で、それは理解をして

いただいとると思うんですが、では、4年後にそれがもう先を見越して

やったのかということは、基本的には、やっぱりそこに従事しておられ

る方の、激変緩和も一つあったと思うんです。それで4年を設けた。 

 うちの方針は、相手との協議がある前に、ある以前に、やはりその費

用対効果を考えたときに補助金として残して、そこを有人にするという

のが、市の方針としてはもう辞めていこうということになったんで、そ

れで、今のような4年で補助金を廃止しようということになりました。 

 次に、まちづくりは、先ほど部長が言いますように、沿線の3市で協

議会を作って活性化を図っていこう。芸備線対策協議会もありますし、

活性化対策協議会もあります。議論する場は幾らでもある、たくさんあ

りますので、そこでしっかり意見を出して、安芸高田市で言えば、甲立

もありますし、吉田口もあります。向原もあります。もう二つ、吉田と

向原については無人になってますんで、そこらも考えると、市の補助金

を出してまで有人を維持していくというのはもう辞めていきましょうと

いうのが、市の方針でありましたので、こういう結果になっております。 

 次に、まちづくりで、今、山本委員が、では、無償で受けるならどう

なのかなという、ちょっと提案のような形もおっしゃいましたが、それ

はまた違う場で議論すべきだろうと思います。議論もできるんだろうと

思います。まちづくりの視点という考え方でいけばですね。 

 最初に戻りますが、ここでは、前年度から減額した予算を上げて、ま

だ、当面その有人は激変緩和の考え方の中で、今年は残し、来年度は残

しますが、再来年度以降は、計画どおり進めさせてもらいたいという説

明が、この質疑の中の答弁になります。 

○児玉委員長  山本委員に申し上げますが、今おっしゃるように、まちづくりの部

分は、この当初予算のところの議論とはちょっとずれると思いますんで、

4年後を考えられて言われる部分は十分理解できるんですが、あくまで、

堂々巡りになってきますんで、ここのこの減額の修正、減額になってる

ここの予算の部分だけで質疑をいただければと思いますけども、お願い

いたします。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  今いろいろこの予算とまちづくりは関係ないいうふうなことで言わ

れるんですが、予算がまちづくりじゃないんですか。 
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 だから、打切り予算なんて、有人販売の4年後の打切りの予算を計上

して、それに沿ってやりよるんですいうから、では、芸備線沿線のまち

づくりはどういうふうに考えとるんかいう質問になってくるんですけど、

関連しとる思うんですがね。違うで言われても、どうしても関連しとる

んで、考え方聞いたんですが、この団体での交渉で打ち切る予定だとい

うのは、分かりました。 

 では、町、有人販売いうのは、芸備線の広島から新井までの中の駅の

価値観として、市はどう捉まえとるんかいうことも、この予算の中で反

映してこないけんと思うんです。では、今また答えを言われたような気

がするんですが、これは初めて聞くんですが、もし、安芸高田市とすり

ゃ、有人販売は辞めると、この結論に達しとるいうことが、今の返答で

確認すればいいですか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 杉安副市長。 

○杉安副市長  あくまでも、今の時点で、ここまでの交渉の経緯とか、協議の経緯

から言うと、今の時点では、そういう判断で有人の駅は、これはＪＲの

方針と合致するところですけれども、おっしゃられる意味は、多分もう

ちょっと3駅の存在価値を、安芸高田市としてしっかりと出るべきとこ

ろへ出て言うべきということだろうと思います。それは、そのように芸

備線の関係の協議会では話していこうと思います。 

 ただ、そこと芸備線、まちづくり等が、また、それは主張はする中で、

どの市もそれは同じ考えですので、どこまでそれが取り入れていただけ

るかは、芸備線沿線では分かりませんけれども、安芸高田市としては、

まちづくりというものも、しっかり捉まえていかなくてはいけないとい

う思いは、おっしゃるところは理解できるところですので、以上です。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  先ほど言うように、新年度予算は、将来の安芸高田市のまちづくり

なんですよ。はっきりしたのは、団体へ、団体へ言われるんで、団体存

続の形で助成されるんじゃよう分かりました。では、団体を、今、取り

扱っとる団体の存続をしてくれといいよるんじゃないんです。有人販売

の必要性と価値と、まちづくりにとっての価値と、そこらを含めて考え

るわけにいかんのかということを問いよる。ですから、その考えがない

のに、3市の協議会出て、町の意見というのは出んと思いますよ。 

 例えて言えば、庄原市や何かは、市の直営で、庄原駅と備後西城の駅

と、東城の駅へ有人を、有人販売を設置して、市がもうここまで取り組

むんだということを示して、協議会へ参加しとるはずですよ。安芸高田

市は、もう全部ＪＲが言われるように、有人販売は辞められとるんで、

安芸高田市もそれでいいですと、そういうふうな姿勢で臨むいうことを、

今、言われよる。ＪＲと交渉する、市がまちづくりとしてこう思うんじ

ゃいうのかと、出せんのでしょうか。そこだけ答えてください。 



【速報版】 

 

51 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  先ほど来ありますように、今回のこの67万5,000円については、有人、

県内の有人販売については、もう前回、私が就任して90万円補正で上げ

させてもらいました。これは、激変緩和という表現もありましたけれど

も、手続があまりにも、事前の説明がない中で、90万円を打ち切られた

と、団体のほうも困られとるというところもあった中で、4年間で様子

を見ながらやろうということで、これはもう先方ともお話をしておりま

す。ですから、この件については、もうその要綱に基づいて、1年、1年、

3年後にはゼロになるようにするいうのが、これは、もう市の最終の判

断です。 

 そして、まちづくり等、芸備線存続については、また、その中で、今

から広島市、三次市との任意協議会が、今ありますけども、そういった

ものも、今度は法定協議会にも上げていくような考えもあります。その

中で、それぞれの管内にある駅をどういうふうにして守っていくかとい

う中で、また、有人販売がそれは有力な方法であるというふうなことに

なれば、それは残す方向に、また、どういう形で有人販売をするかとい

うのを考えていくというのも、一つの選択肢であると思います。 

 ただ、この67万5,000円のこの補助金については、段階的にゼロに持

っていくというところで御理解をいただきたいと思います。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 質疑がありますが、審査の途中ですけども、おおむね1時間が経過し

ましたので、ここで換気のため、14時20分まで休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ２時０７分 休憩 

      午後 ２時２０分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、再開いたします。 

 引き続き、政策企画課の審査を行います。 

 質疑はありませんか。 

 新田委員。 

○新 田 委 員  59ページの12万円、委託料のところなんですが、地域おこし協力隊

活動支援業務委託料なんですけども、これちょっと細かくちょっと教え

ていただきたいんですが、どんな形なのかという、お願いします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  地域おこし協力隊の活動支援業務委託料につきましては、地域おこし

協力隊の経験者及び広島県の地域コーディネーターが、自身の経験とか、

スキルを伝達する役割、現役サポーターをサポートする役割となってお

ります。 
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 また、採用予定者へ着任後スムーズに活動できるように、住居とか、

心配事の相談に乗るというような業務を担っております。 

 以上です。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  サポートというのは、昨年も同じ説明されたと思うんで、そこは理

解してるんですけども、例えば複数人のＯＢ・ＯＧがいらっしゃるんで

あれば、例えば、Ａていう元ＯＢさんがあって、ＢというＯＧさんがい

らっしゃれば、仕事を、少しずつこの200万円なんかを分けて、仕事が

出てるんかどうなんか。その辺をちょっと詳しく教えていただきたいん

です。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  卒業をしたＯＢが地元に残っておりますけれども、その方は1人の協

力隊とかにお金が行くんじゃなしに、それぞれの支援した協力隊のＯ

Ｂ・ＯＧにお金が行く仕組みになっております。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  ということは、Ａという、元協力隊が受けられて、その仕事を今度

は、Ａが解決したら、その仕事を一旦、大きい金額で受けられた分を、

ＢというＯＢのほうへ、また再度下ろすという形の考えですか。今の話

は、もう一回、再度お願いします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  そういった形になっております。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  ちょっとあまりちょっとイメージが湧かなかったんですけども、ビ

ジネスっぽくちょっと感じたんで、本来は、最大の支援をして、とにか

く定住を促していくというところが、本来の目的とか、地域にしっかり

根差していただくというのが、地域おこし協力隊の最終的な目標だと、

私は理解してたんですけども、それも含めて、仕事をそういう形で、そ

ういうのをＯＢ・ＯＧが自分の受け持ったことをやったら次へ下ろして

いくという形で、間違いないですか。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  下ろしていくというか、受託した事業者が、いろいろな相談を受けて、

その協力隊員の悩みとか、相談したい地域とか、それに応じた回答をす

るために、各地に分散している地域おこし協力隊のＯＢ・ＯＧにアドバ

イスを、また依頼するといった形になります。 

 アドバイスをお願いするという形になります。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  なかなか口頭で聞くだけで難しい、誤った判断したらまずいんで、

よろしかったら書面か何かで、詳しく、これはちょっと御説明いただき
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たいと思うんですが、その辺お考えどうでしょうか。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  業務の報告書を毎月いただいておるんですけれども、どういった活動

をし、どういった報告が上がっとるかという資料でよろしいでしょうか。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  その内容と含めて、仕事自体はどんな形のルートが流れてるんかと

いうのが分かったほうが、具体的に例えば、Ａという大きな仕事を、全

般受けて、Ｂという、その専門的なところへ仕事をお願いしたりとか、

ああいうなところがちょっと分かったほうがいいかなと思うんで、ちょ

っと分かりづらいんで、どうでしょう。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  報告書と併せて、そういった事務のフローみたいな形の提出でもよろ

しいですか。よろしいでしょうか。 

○児玉委員長  熊高昌三委員。 

○熊高(昌)委員  あと書面というよりか、今までずっとやってきた流れでしょう、これ

は。だから、今年度なり、昨年度なり、具体的な事例を挙げて説明され

れば分かるんじゃないんですか。 

○児玉委員長  暫時休憩とします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ２時２５分 休憩 

      午後 ２時２８分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 休憩前に、地域おこし協力隊のところで、具体的な流れが分からない

ということで資料要求がありましたけれども、すぐに準備できないとい

うことで、明日の朝までに準備をいただいて、今の質疑の件は、明日の

朝、もう一度これを審議させていただくということでよろしいでしょう

か。 

  〔異議なし〕 

○児玉委員長  異議なしと認め、今の地域おこし協力隊の件は保留とし、進めさせ

ていただきます。 

 そのほか、政策企画課に係る質疑はありませんか。 

 益田委員。 

○益 田 委 員  先ほど来、質問あったところにちょっと戻るんですが、65ページの

地域情報化推進事業費の18節安芸高田市お太助フォン端末機購入補助金

のところで1,000件ほど、住民税非課税世帯の補助金対象、1,000件ほど

数えられているということだったんですけど、これまず、前提として端

末機の購入補助なんで、当然利用料とか、そういったものには充てられ

ないような認識になりますでしょうか。お伺いいたします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 
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 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  端末機の利用料につきましては、利用者負担のほうでちょっと検討し

ております。 

○児玉委員長  益田委員。 

○益 田 委 員  そうすると、これ端末機の購入自体、例えば更新を希望された方に

は、もう一括で何か購入費として充てられるのか、毎月の月額利用料に

プラスで更新費として案分されるものなのかというのが、ちょっと再度

お伺いしてみたいんですけど。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  そちらの事務フローにつきましては、ちょっと今後検討という形で進

めております。 

○児玉委員長  益田委員。 

○益 田 委 員  今の質問をしたのが、この1,650万円、今回予算計上されてるわけで、

仮に、月額の利用料にプラスで支払っていくとなった場合、大体この

1,000件見られてるんであれば、1世帯当たり1万6,500円の補助になるの

かなと、単年で終わればいいんですけど、機器の購入分割になると、ど

この通信キャリアさんも3年、36か月とか、60か月とか、結構長期で端

末の購入費、これを案分していくような形になると思うんです。そうな

ったときに、今回単年度で1,650万円出すんだけれども、もし2年目以降、

この補助金がなくなる、続くのか、なくなるかも、まだ検討段階ではあ

ると思うんですけども、これなくなった場合に、では、端末購入はした

んだけども、補助金がなくなるのでもう辞めますとかとなったときに、

果たして整合性が取れるのかなというところで、ちょっと疑問を持って

おりまして、その辺りちょっと御説明詳しくいただければと思います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  今想定しているのは、実際に販売されるのは、事業者さんが販売され

るので、市の補助金としては申込みに対して、幾らか一定の額を補助す

る形にさせていただきたいと考えております。それ以降のサービスにつ

きましては、販売する事業者さんが設計をされていくというような形で

考えております。 

 以上です。 

○児玉委員長  益田委員。 

○益 田 委 員  これ今、事業者さんのほうと合わせて進めていくと思うんですけど、

購入のこの補助金というのは、現段階では、実際に、住民税非課税世帯

の方に補助金として、直接振り込まれるような形のものになるのか、事

業者さんに出して、そこからうまいこと事業者さん側で案分していただ

くようになるのか。その辺りちょっともし見えているところがあれば、

お伺いします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 
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 下瀬係長。 

○下瀬政策企画課企画調整係長  今、結論としては決まってないというところなんですけれども、生活

が厳しい方に、いきなり一旦払って後で補助金というのは難しいという

ふうにも考えているので、できるだけ事業者さんと連携しながら、事業

者さんのほうで半額なりを引いた形で、残りを月額として利用者さんに

請求していただくような形でなるなり、ちょっと1回の負担が大きくな

らないような形で設計していきたいというふうには考えています。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  135ページの観光振興施設管理運営費の政策企画課所管分なんですけ

れども、今年度の当初予算の際に、各種計画策定業務委託料で、サッカ

ー公園のリノベに関する予算が上がっていたかと思います。設計をした

んだろうと思うんですけども、それがどう今年度工事という形にはなっ

てないんですけれども、その辺りがどのようになっているのかというと

ころを、ちょっと御説明いただきたいと思います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  業務につきましては、サッカー公園の管理者あるいはサンフレッチェ

に聞き取りをさせていただきまして、施設の改修でありますとか、天然

芝コートの張替え等々の今後の計画について、業務、成果品として提出

を年度末にいただく予定にしております。その中身を、今後精査いたし

まして、どの事業から取り組むというのは、今後の決定事項となります

ので、新年度予算にはまだ計上していないという状況でございます。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  続いて、59ページの定住促進事業費の18節高校応援プロジェクト補

助金について、先ほどの説明だと、スタディサプリのことが説明があっ

たんですけれども、高校応援プロジェクトで、これまで各校に100万円

ずつ行っていて、昨年度ですか、生徒会長に対して100万円ずつ行って

たと思います。こうやって、スタディサプリのこともあったと思うんで

すけれども、この内訳、今回の432万6,000円の内訳を教えていただけれ

ばと思います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  高校魅力化につきましては、両校、吉田高校と向原高校に90万円ずつ、

その残りがスタディサプリの補助となっております。 

 金額、ちょっと件数については、ちょっとすみません。 

○児玉委員長  藤堂係長。 

○藤堂政策企画課地方創生推進係長  高校応援の魅力化事業の詳細ですけども、スタディサプリのほうが、

こちら1人6,160円のアプリの利用料ということがありますので、吉田高



【速報版】 

 

56 

校336人、向原高校74人で、計410人で計上させていただいております。 

 以上です。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  すみません。ちょっと分からないところがあって、追加で聞かせく

ださい。生徒会が決める予算が去年は100万円があって、そのほかにも

高校を応援するために、100万円ずつ行ってたと思います。今お話聞く

と90万円ずつということで、どこかなくなってるんだろうと思うんです

けれども、どういうふうになってるのか。生徒会に行くのがなくなって

るのか、学校側に行くのがなくなってるのか。その辺ちょっと詳しく説

明ください。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  高校、生徒が決める100万円につきましては、100万円の予算を計上し

ておりまして、学校のほうが10万円減となっております。 

 これにつきましては、活動状況を見させていただきながら、高校と協

議して減額というふうにさせていただきました。 

 以上です。 

○児玉委員長  高下部長。 

○高下企画部長  生徒に向けた100万円事業については、補正予算で計上をしておりま

すので、今回の予算の中には入っておりません。学校向けの分だけでご

ざいます。すみません、補足しました。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  59ページの上から2行目、お助けワゴン運行業務委託料の982万8,000

円、昨年、今年度当初予算から増額している理由を教えてください。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  お太助ワゴンの委託料の更新は、受付センターのウイルスライセンス

の更新費用が含まれております。 

 以上です。 

○児玉委員長  佐々木委員。 

○佐々木委員  別の質問になります。同じく59ページ、生活路線確保対策事業費の

中の18節、その下、定住促進事業費の上になるんですけど、昨年度、ま

ち・ひと・しごと創生事業があったんですけど、これが削除になってい

る理由と今後の事業方針を教えていただきたいです。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  昨年度は、委員報酬、まち・ひと・しごと創生事業費につきましては、

委員報酬を計上しておりましたけれども、今年度は、総合計画と総合戦

略を一体で計画することとしたため、まち・ひと・しごと総合創生事業

に計上していた予算を、企画調整事業に振り替えて計上しております。
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したがって、まち・ひと・しごと創生事業の減額となっております。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 秋田委員。 

○秋 田 委 員  主要事業の概要で、1ページで集落支援員の配置ということで触りの

説明をいただきました。この事業は、市長肝煎りの事業ではないかとい

う認識はいたしております。その中で、事業費が1,697万8,000円という

予算計上で、その説明としては、65ページから67ページの報酬であり、

任用職員の報酬とか、こういったところの説明ではなかったかなとは思

うんですが、大体これ給与は、特別交付税措置で対応しますということ

を伺っておりますんで、そこら辺りのちょっと説明を、例えば財源見て

も、国県支出金とか、ちょっと載ってないんで、そこら辺りをちょっと

教えていただければありがたいんですが。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 高下部長。 

○高下企画部長  集落支援員につきましては、おっしゃるとおり、特別交付税の措置で

ございます。特別交付税については、国県支出金とかいうことではなく

て、一般財源になっておりますんで、それでここには載っておりません。 

 以上です。 

○児玉委員長  秋田委員。 

○秋 田 委 員  分かりました。では、一般財源の中で、いろいろ今、説明をいただ

いた報酬とか、その中に入ってるんだということで、報酬についてはそ

うですが、この集落支援員、今、予算計上をされとるんで、今からこれ

を私らが賛成したら、今から次の人員、人材か、そこを探されるように

なるんだろうと思うんですが、なかなか地域の実情に詳しく集落対策の

推進に関して、ノウハウ、知見を有した人材ということで、なかなか難

しいんじゃないかなと思うんですが、そういう余計なことをあんたが言

ってくれても探しますいえばそうですが、そこら辺りで、4月からの予

算計上であっても、実際に稼働するのは、大体どこら、何月頃から、要

するに人材を確保して、いつ頃からそれが活躍していただこうかという

想定をされているのか。お伺いしたいと思います。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  議会閉会後の3月27日に市長も出席していただきまして、6つの地域振

興会の連合協議会の会長会議で、この事業の説明をさせていただきたい

と考えております。そういった機会を作りたいと考えております。 

 採用までのスケジュールなんですけれども、4月から募集を開始いた

しまして、5月の中旬、連休明けぐらいには採用できるように調整をし

ていきたいというふうに考えております。 

○児玉委員長  秋田委員。 

○秋 田 委 員  募集をするということなので、5月の下旬ですか、そこまででないこ
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とはないとは思いますけども、募集がなかったときには、またずれ込ん

で同じことを繰り返されるんか。それとも、何かほかの対応策を考えら

れるのか、どうでしょうか。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  募集をしながら、会長さん、地域振興会の会長さんとか、支所長さん

にも相談しながら、より人選のほうをお願いしながら進めていく方針な

ので、5月の中旬、下旬には着任いただくように、頑張っていきたいと

いうふうに考えております。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 熊高慎二委員。 

○熊高(慎)委員  続きで、集落支援員のことについてなんですけども、1,697万8,000円

かけられるということで、各支所で課題が違うと思うんですけども、そ

の目標とか、評価はどのように考えられているのか。お伺いします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  各支所によって課題とか、いろいろ様々だとは思うんですけれども、

そういったことも含めまして、地域振興会の活性化、ワークショップと

いうのを、月に1回開催することとしております。 

 この会議におきまして、集落支援員でありますとか、行政担当課のほ

うで話をしながら、各地域の実情に応じた課題の洗い出しや解決方法を

検討していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  今の質問に関連するんですけども、月に1回ワークショップされると

いうことで、それ総務省の資料見ると、そのワークショップなんかをサ

ポートする、支援する経費もメニューの中に含まれてると思うんですけ

れども、そういった集落支援員の人件費以外の部分で、予算されてるも

のがあるかどうか、お伺いしたいと思います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  ワークショップ開催に係る特別の予算は計上しておりませんけれども、

広島県の事業を活用して、県のコーディネーターの派遣を受けたり、島

根県の中山間地域研究センターの協力を得ながらワークショップのほう

を進めていきたいと考えております。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  続いてですけれども、63ページのふるさと応援寄附推進事業の中で、

昨年度あった企業版ふるさと納税取扱い請負業務委託料、これが皆減に

なっているんですが、これを昨年だったものがなくなるというところに
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当たって、どういう評価をして、今回こういうふうになったのかという

ことについてお伺いしたいと思います。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  この業務につきましては、受託者が市に対しまして、寄附見込み企業

を紹介して寄附の受領に至ったときに、お金を払う、委託料を払うとい

う成功報酬型の元で予算化をしておりました。したがいまして、今年度

につきましても、そういった提案がありましたら、補正予算等に対応し

て、寄附を受領したいというふうに考えております。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  企業版ふるさと納税については、未来につなげるプロジェクトが当

市のメニューとなっていて、それに応じたものを受けていくという形に

なるんだろうと思うんですけれども、その要綱の中に、先ほど予算がな

くなったまち・ひと・しごと創生の部分の委員がチェックをして、チェ

ックというか、そこと連携をしながらＰＤＣＡを回していくような事業

のスキームになっていたと思うんですけれども、そのまち・ひと・しご

と創生の委員会というのは、実際ところ回ってないのかなというふうに

思うんですけども、その辺りは今後どのようになりますでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 下瀬係長。 

○下瀬政策企画課企画調整係長  これは、地方再生計画のほうに規定されていると認識しておりますが、

今の地方再生の計画が、今年度で切れることになっております。今、延

長の手続を行っているところです。延長の手続の中では、先ほどありま

したように、まち・ひと・しごと創生事業の予算は削減するということ

になっておりますので、総合計画の審議会のほうで、ＰＤＣＡを回して

いく。なぜならば、総合計画と総合戦略を、今、一緒に立てていくとい

う中になっていきますので、一本化するということで審議会のほうでＰ

ＤＣＡを回していこうというふうに考えております。 

 以上です。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  ということは、まち・ひと・しごと創生の委員のほうは解散になる

というような認識でよろしいんでしょうか。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  考えでよろしいと思います。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 新田委員。 

○新 田 委 員  65ページなんですけども、12節委託料、昨年はここにスマートフォ

ン体験教室業務委託料が入ってて、これはもう一定の成果があったので、

来年度からは取りやめるということの理解でいいですか。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  一定の評価があったのでやめるというわけではなく、引き続き実施を
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していく考えでございます。 

 補助金のほうはなくなったんですけれども、キャリアと連携して、商

業施設のほうで、その無料相談会を実施しておりますけども、これも継

続して、月数回実施していきたいというふうに考えております。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  理解しました。同じく18節のところの補助費単独補助、地上デジタ

ル放送難視聴対策補助金ですか。これは、デジタル放送が見れないとこ

ろに申請があれば、補助しますよということの理解でよろしかったか、

ちょっと確認です。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  地上デジタル放送難視聴対策費補助金の関係ですけれども、これは、

難視聴地域に転入した人が、テレビが見れず、共聴組合へ加入する際の

工事費の補助になります。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  安芸高田市内、恐らく何か所か、私のところもそうだし、テレビが

入らないという地域があると思うんですが、それぞれがいろいろ努力を

して、光回線を引っ張ったりとか努力してるので、その辺は何か今後対

応策が、この内容とはまた別の話ですが、ちょっと確認です。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  難視聴組合が数たくさんありまして、修繕等で困っていらっしゃるこ

とも存じておりますけれども、現状では、そういったところの補助のほ

うは検討しておりません。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  65ページ、地域情報化推進事業費の11節役務費の通信運搬費が、令

和6年度から比較すると、2,143万9,000円の増額になっているんですけ

ども、詳細教えてください。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  通信運搬費の増額の要因ですけれども、これは、お太助フォンの更新

に当たりまして、通信費相当額の負担を考えておりますけれども、金額

については、今後事業者と協議していくということで増額となっており

ます。 

○児玉委員長  高下部長。 

○高下企画部長  これは、今度これまで先日のお太助フォンのアンケートのところで、

少しお話をしたことに、少し関連します。 

 将来的に、その行政情報をどういう方法で取得したいですかというふ

うなアンケートを取った中で、自分の携帯端末、スマホで取りたいよと

いうふうなことが、結構な回答がありました。そこで、自分の携帯端末

で情報を取得する場合には、アプリを入れていただいて、それで行政情

報、今までお太助フォンでお知らせをしていたようなことも、お知らせ
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ができるようにするというふうな、そういうものになります。 

 今度、新しく更新しようとする新しいお太助フォンだったり、それか

らタブレットについても、同じようなアプリを入れた形にしていくわけ

ですけども、今は、お太助フォンで行政情報が同じように伝えれるわけ

なんですが、今度自分の端末のところにアプリを入れるというところに、

実際にはお金がかかるんです。ここに、これ今はその行政のお太助フォ

ンの使用料という形で、毎月550円払っていただいてる。そこで利用者

の負担で、その情報を届けるというふうな形にしているんですが、今度

スマホに入れ、自分で入れる。しかも、お金を払うというふうなことに

なると、これはもう行政情報要らんよ。ＬＩＮＥとか、いろんな形で情

報が入るから要らないというふうになって、行政情報を伝える手段が、

その手段の数が減るということは、非常に問題だなというふうに思って

おります。 

 なので、これまで利用者の皆さんが負担していただいた行政情報を受

け取るものについて、行政が伝えないといけないということなので、行

政が費用を負担すべきだろうということで、その部分の金額が役務費の

ところに入れてあります。 

 この金額2,269万円というのは、今のお太助フォンの550円分の金額が

全世帯に、今あるお太助フォンの金額分が入っている形になるんですが、

これが実際に1,269万円も必要かどうかというのは、まだちょっと調整

ができていない部分があります。ですので、これは2,269万円というの

は、マックスの2,250万6,000円かというのは、マックスの金額というこ

とになるんですが、要は、お太助フォンのじゃない、アプリを何らかの

端末に入れて、その使用料を、これまで市民の方に払っていただいた部

分を、市として責任を持って負担するという、そういう費用が入ってい

るというものです。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  すみません。全貌が全然分からなかったのですが、そうですね。こ

れも、また改めて説明があるものというふうに理解してよろしいですか。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  お太助フォンの更新を、今後進めていく上で、詳しい説明を、何らか

の形でさせていただければと思います。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  今の関連なんですけれども、行政情報を届けるためにアプリを入れ

なければいけないと。そのアプリの使用料が、通信料どういう形になる

のか分からないんですけれども、最大で、これは年額で2,200万円ぐら

いを予算しているということなんですが、これは、単発ではなくて、ず

っと恒常的にかかっていくコストというふうに理解したんですが、その
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認識でよろしいですか。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  通信費については、恒常的にかかる費用というふうに考えております。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  現在もＬＩＮＥを使って、行政情報というのはプッシュ型で届いて

いるかと思います。あえて、ここでアプリを使わなければならない。Ｌ

ＩＮＥでは賄えない情報というのは、一定どういったものがあるんでし

ょうか。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  現在では、防災情報とか、緊急情報を想定しております。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  防災情報、緊急情報は、今アプリＬＩＮＥでも送られてきてるんで

はないかなという、送られてるという認識なんですけれども、何かその

差異が、違いが分からないので、もう少し詳しく説明いただけますでし

ょうか。 

○児玉委員長  高下部長。 

○高下企画部長  当初そういうこともあって、ＬＩＮＥに一本化ということをずっと考

えてはいたのですが、やはりこういうアプリを使って行っていく必要が

あるというふうに判断をしています。というのが、災害時、通常の場合

であれば、通信、いろんな間違いなく情報が入ってくる。外にいても、

4Ｇ回線で情報がＬＩＮＥで伝わったりとか、そういうことはあるんで

すが、県の案件というか、災害時のことを想定すると、いろいろな方法

で情報が伝わるということを、非常に重視をしないといけないというふ

うなことが、一方であります。 

 ですので、今もし仮に、このお太助フォンのところがなくてもという

ふうな形にしてしまうと、その情報の通信方法というのが少し、かなり

減るというふうなことになるというのが、まず、一つあります。 

 それから、アンケートのところでもあった話ではありますけども、ど

ういう情報が必要でしょうかというふうなアンケートも取らせていただ

いておりました。この中では、行事の関係のお知らせだったり、あとは、

お悔やみ情報というふうなところも、大きなニーズがあった部分ではあ

りました。これを新しくなったときに、現状は、非常にそういうニーズ

が高いということで、そこは、今、ＬＩＮＥのところには載っていない

部分ではあります。ですから、ここの精査は必要なところではあります

が、まずは、通信の手段が大きく減るということがないようにしていき

たいというのを、主に考えているところです。 

 以上です。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  ちょっと私の理解が合ってるかどうか分からないんですが、ＬＩＮ

Ｅでも、アプリでも、通信環境というのは同じなんだろうと思うんです。
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その通信環境、例えば衛星回線を使ってアプリに届ける。携帯の回線を

使ってＬＩＮＥが届くとかいうことであれば、違いがあるんで、災害時

とか、緊急時の情報が届く範囲が違うとかというのも理解できるんです

けれども、同じ回線を使って届けるのに、アプリの違い、ＬＩＮＥなの

か、専用アプリなのかで何か違いがあるもんなんですか。 

○児玉委員長  高下部長。 

○高下企画部長  すみません、ちょっと大切なことを一つ忘れておりましたが、このア

プリを入れることで、今、複数の情報伝達媒体に、1回の入力で全部通

知ができるというふうな機能があるというものです。要は、市として例

えば、避難所を設置しましたよというふうな情報を出すときに、今は個

別にメールで出します。あとは、県のほうへの届けを出します。幾つあ

るかちょっと分からないんですが、それぞれ個別に対応、入れていく手

間が非常にあって、これは、そういう環境が整備されたところでないと、

そういうことができない。具体的には、事務所じゃないとそれができな

い形になってるんです。ですが、このアプリを入れることで、それがク

ラウド上でできて、しかも1回入力をすれば、どこに情報を伝えていく

というふうなことが、一度で済むということが大きなメリットとしてあ

りますので、この導入を、行政側の都合という部分が多分にありますか

ら、それで市として費用を負担すべきだというふうな考えに至っている

ということです。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  今のお話は、情報を発信する側のお話であって、端末のほうに入れ

るアプリの話を、最初説明されたのかなと思うんですけれども、この

2,200万円余りというのは、行政側が使うソフトの利用料なのか、端末

側に550円かかるのかという話だったと思うんですけれども、端末側の

話なのか。ちょっと混同してしまってよく分からないんですが、詳しく

説明いただけますか。 

○児玉委員長  暫時休憩とします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ３時０４分 休憩 

      午後 ３時０４分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を解いて、会議を再開いたします。 

 審査の途中ですが、おおむね1時間経過しましたので、ここで15時15

分まで休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ３時０４分 休憩 

      午後 ３時１５分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 
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 引き続き、政策企画課の審査を行います。 

 先ほどの質疑に対し、答弁を求めます。 

 高下部長。 

○高下企画部長  先ほどの質疑で、この費用は、行政情報を伝えるための費用かという

ところだったと思うんですが、そのとおり。行政情報を伝える費用でご

ざいます。違いました。何でこの費用を、要は、かけないといけないか

という、あえてかけないといけないかというところが、そのポイントな

んだと思うのですが、やはりこれは行政情報を、特に、災害とか、そう

いった際に発する情報というのが、確実に多くの人に伝える必要がある

というふうに考えているものです。 

 最初に検討したと言いました。例えばＬＩＮＥとかあるじゃないかと

いうふうなことですが、現状、市としての実際にきちんと受け取ってい

ただいてる方というのが、たしか約6,000だったと思います。この中に

は市外の方もおられるはずです。そういった状況であるのに対して、現

状のお太助フォンは、約75％の世帯のところに、世帯のところへ設置さ

れている形になっています。例えば、アプリに切り替わったということ

で、75％の方に世帯に伝わっているものが、それが下がるということは

できるだけ避けたいというふうに思っています。もちろん、お太助フォ

ンでも伝え、ＬＩＮＥの登録しておられる方も受け取ることができとい

うふうな、そういう形で選択肢を増やして、できるだけ多くの方にきち

んと届けられるというふうな形を作っていきたいというのが、主眼です。 

 ほかの市町を見てみたときに、この行政情報を伝えるコストというの

は、行政負担しているところというのが、やはりほとんどのようであり

ました。当市においては、ちょっとどういう形で市民のところ、使用料

の中でというふうになったかというのは、ちょっと今となっては定かで

はない部分がありますが、やはりここをしっかりと伝える体制を整えて

いくという意味で、この費用は新たな負担ということになるんですけど

も、必要な部分だと思っています。 

 もちろん今2,000万円余りというふうな高額な金額になっております

が、調整は、これからというところであります。しっかりここは運用を、

どのようなコストが必要かということを、相手方とも調整をして、下げ

ていく努力をしていきたいというふうに思っています。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  大枠は、今の御説明で分かったんですけれども、先ほど説明で、発

信をする際のクラウドを、サービスを使うためのものなのか、端末のほ

うでアプリを入れるために必要な費用なのかというところが、ちょっと

ごっちゃになってしまって、この2,200万円は、何のための予算なんで

すか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 下瀬係長。 
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○下瀬政策企画課企画調整係長  受け取るというか、情報を発信するためのアプリのライセンスであっ

たり、改めまして、アプリの利用、ライセンス料を含めまして、その情

報を発信するための経費というふうな理解をしていただければというふ

うに思っています。 

 端末で利用するというよりは、その運営にかかる経費という理解でお

願いします。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  発信のための経費ということなんですけれども、その発信、これを

使うことによって、ＬＩＮＥでは、今6,000余りの登録で、お太助フォ

ンは70％の加入率だと。これを使えば、70％にいくということなんです

か。受け取る側は、特に何もしなくても、発信する側でこの額をかけれ

ば、70％の人は、今までどおり、今まで以上受け取れるのかどうなのか。

その辺りちょっともう少し御説明ください。 

○児玉委員長  高下部長。 

○高下企画部長  アプリを、それぞれの、もし仮に、スマホで受け取りたいよという方

については、アプリをそのスマホに入れていただかないといけません。

それは、今のところは個人にお願いするしかなくて、そこに費用がかか

るとなれば、その率は大きく落ちるだろうなというふうに、それを危惧

して、今回の費用負担というふうなことです。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  であれば、ＬＩＮＥを、ＬＩＮＥも入れない人が、このアプリを入

れると、アプリ入れなきゃいけないわけですよね。ＬＩＮＥを、ＬＩＮ

Ｅも登録しない方が、このアプリなら入れるということは、どこかに何

か根拠があるんですか。ＬＩＮＥも入れない人は、このアプリ入れてく

れと言っても、やはり入れないんじゃないかなと想定するんですけれど

も、その辺りの懸念があると、これ入れて大丈夫なんかいのうというの

が、正直なところです。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  そもそもこの課題は、今あるお太助フォンの更新からスタートして

ますんで、更新の今ユーザーが75％いらっしゃいます、安芸高田市内に。

ＬＩＮＥというのは8,000人とかおるんですけども、その人は市外の人

も含めての実数ですから、市が責任を持って行政情報を流すのは、その

75％の本来のお太助フォンのユーザーに対して発信をしたい。その中で、

3つのメニューを、今時代、当時よりも時代が変わってきて、アプリと

いうのが出てきたんで、従来の電話機能のついた本体と電話機能のない

タブレット方式、そして、アプリ、そのアプリは自分の持ってるスマホ

に入れます、入れられますよという選択肢を、今提案しとるわけです。 

 ですから、75％の人が、そのままそっくり更新をしてもらえれば、ア

プリを入れる端末を持つ、タブレットを持つ、その3つのどれかを選ん
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でもらえさえすれば、75％は確保できます。 

 なおかつ、啓発をしながらその75％プラス新しく加入してもらう市民

の人を増やせば、今の75％よりも多くの人に、行政情報が発信できるよ

うになるというところであって、そのＬＩＮＥになると、ちょっと世界

が変わってくるんで、うちのスタートは、もう市としてやろうとしてる

のは、お太助フォンの今のシステムの更新というところがスタートです

んで、基本は。ＬＩＮＥに流すというのは、今度ＬＩＮＥには、また別

な方法で、そっちで受信されるのは、それぞれＬＩＮＥのユーザーさん

がいろんな形で受信をされればいいと思うんですけども、基本は、だか

ら実際の75％の人を、そっくりその3つのどれかに移行していただきた

い。それによって、75を少なくしたぐらい、プラス今からの啓発の中で、

市民の人にそのあじさいを、また、今度はタブレットいうのが、スマホ

に入れられるアプリが当時とは違ってあるんで、そのアプリを入れてく

ださいという啓発をすれば、75％よりは増えてくるだろうと。その人に

対して発信をしていくという。 

○児玉委員長  熊高昌三委員。 

○熊高(昌)委員  今の関連ですけども、やり取りはかなり分かってはきましたけども、

何か生煮えのような答弁が多いんで、明日資料が出る部分もありますん

で、今の仕組みをもう一度、締めにでも出して、明日一緒に出していた

だいて再議論したらどうかと思います。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  資料を頂き、熊高委員の提案賛成なんですけれども、資料を頂いた

ときに、明日朝いただいて、ここでその資料見て、すぐさま審議をする

というよりも、やっぱり我々も準備が必要だと思うので、もし明日資料

頂けるなら明日がいいと思うんですが、その審査自体は、明日ではなく、

できれば月曜日に回してもらって、しっかり準備をした上で臨めたほう

がいいんじゃないかなと思いますので、その辺りちょっと差配をお願い

できればと思います。 

○児玉委員長  暫時休憩とします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ３時２４分 休憩 

      午後 ３時２８分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、再開いたします。 

 一度ここで資料請求出ておりますんで、整理させていただきたいと思

います。 

 まず最初に、新田委員及び熊高昌三委員から資料請求がありました地

域おこし協力隊の件に関しまして、皆さんにお諮りしたいと思います。 

 本委員会として、地域おこし協力隊業務委託料の詳細に関し、資料要

求することに御異議ございませんか。 
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  〔異議なし〕 

○児玉委員長  異議なしと認め、さよう決しました。 

 政策企画課におかれましては、明日の朝まで資料の提出をよろしくお

願いいたします。 

 続いて、地域情報化推進事業費の通信運搬費、この件に関しましても、

熊高昌三委員、南澤委員から資料請求がありました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会として、通信運搬費に係る詳しい資料を要求することとした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

  〔異議なし〕 

○児玉委員長  異議なしと認め、さよう決しました。 

 政策企画課におかれましては、これも明日までに、早朝までに資料の

提出をお願いいたします。 

 続いて、そのほか政策企画に関しての質疑を継続したいと思います。

質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  67ページになります。自治振興推進事業費の18節負担金補助及び交

付金の一番最後のコミュニティ助成事業助成金というのは、これ昨年度

はなかったかと思うんですけれども、これについてちょっと御説明をお

願いいたします。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  このコミュニティ助成事業につきましては、地域振興会の方が、地域

営農活動に際する備品等の申請をされるものでございまして、県のほう

にその申請書を、市を通じて出しているという状況でございます。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  ということは、これは県の助成事業ですか。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  県ではなくて、自治総合センターの事業で、地域コミュニティ助成金

というのがございまして、そちらの申請になります。 

○児玉委員長  そのほか質疑は、南澤委員。 

○南 澤 委 員  その自治振興センターですか、すみません、ちょっと名称がちゃん

と覚えてないんですけれども、その助成金を、これは市の予算の中に入

っているというのは、ちょっとどういうことなのか。直接そこに助成を

するのではないのですか。ちょっとその辺あたりを。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  正式に申し上げますと、一般財団法人の自治総合センターが助成を行

っております。宝くじの助成金ということで、地域のコミュニティ活動

等に助成するものになっております。 

 歳入のほうも、37ページの中段、自治総合センターコミュニティ事業

助成金ということで、歳入のほうもございます。失礼しました。33ペー
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ジになります。33ページの説明欄の下段のコミュニティ助成事業助成金

が、歳入でございます。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  今37ページと言われて見えてしまったんですけど、37ページの自治

総合センターコミュニティ事業助成金と、このコミュニティ助成事業助

成金というのは、何が違うんでしょうか。 

 今、御説明だと、自治総合センターコミュニティ助成金だというふう

におっしゃったと思うんですけども、ちょっと混乱してしまいましたの

で、整理をお願いしたいと思います。 

○児玉委員長  藤堂係長。 

○藤堂政策企画課地方創生推進係長  こちら自治総合センターのコミュニティ事業助成金のほうなんです

けども、こちらの37ページにあります、こちらの予算につきましては、

教育委員会の博物館での企画展示等に関わっての助成ということで、教

育委員会に関するものになります。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 金行委員。 

○金 行 委 員  ちょっと確認ですが、1ページの説明資料の1ページの集落支援事業

の廃止の件ですが、1,697万8,000円の予算を組んであります。すごい予

算ですよね、これ。それで予算は、以前、支所機能見直しのときに、こ

の言葉を聞いとるんですよ。それを踏まえたこの今回の予算であるんだ

と、私は思うんですが、それを踏まえた予算を、執行部のほうは考えて

出されたんでしょうか。そういうことを考えて、これを出されたんでし

ょうか。イエスかノーか、そうですか、そうじゃないかをお聞きします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 黒田課長。 

○黒田政策企画課長  集落支援員5名を配置する費用でございます。 

○児玉委員長  金行委員。 

○金 行 委 員  それは分かるんですよ。それを将来に向けて、機能見直しの分のこ

とを、全員協議会で説明されたときに、この言葉が出とるんで、それを

踏まえた、この予算ですかということです。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  失礼しました。そのとおりでございます。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 小松委員。 

○小 松 委 員  67ページの外郭団体等運営指導事業費の中の17節、備品購入費の424

万6,000円の内訳を教えてください。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  商工観光課の関係になりますので、そちらでお願いします。 
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○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  67ページの自治振興推進事業費の、やはり18節の地域運営一括交付

金なんですけれども、こちら380万円余りの減額になっていますが、そ

の減額の根拠についてお伺いしたいと思います。考え方、根拠です。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  こちらは、各振興会から提出されました総会資料を基に、予算の状況

を確認しましたけども、減額しても直ちに大きな影響を与えるものでは

なく、おおむね従来どおりの活動ができると判断し、減額をいたしまし

た。 

○児玉委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  説明資料の2ページの8番、ＬＩＮＥによる各種申請の受付というの

がありまして、ＬＩＮＥアカウントから各種申請の受付を行い、市民の

利便性を向上をさせるというのがありますけど、これ65ページのどの予

算でどういうふうにされる思うか、説明をお願いします。 

○児玉委員長  下瀬係長。 

○下瀬政策企画課企画調整係長  これは、今年度から始める事業ではなくて、もう既に実施している事

業ではあるんですけれども、ＬＩＮＥで、今システムを使って行ってい

るもので、地域情報化推進事業費の中のシステム使用料の中に入ってお

ります。具体的には、今、市の公式ＬＩＮＥを運営するために、その中

で、今、住民票の申請であったり、税証明の申請であったり、そういう

ものを取得するようなことをできるようにしております。 

 今、国勢調査員の募集であったり、昨年度の終わりからやっておりま

したのは、検診の申込みであったり、こういったＬＩＮＥを使って、時

間にとらわれず、申請等ができるような仕組みを、昨年度ぐらいから

徐々に進めてきているというところです。 

 以上です。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  郵便局の法制度が変わったんで、郵便局での受付もいう話もあった

と思うんですね。各種申請の受付ができるようにというのがあったんで

すけど、これらは本年度は予算されてないんですか。 

○児玉委員長  高下部長。 

○高下企画部長  その部分は、まだこの予算の中には入っておりません。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  支所機能の簡素化いうのも言われましたですね。今の支所機能、支

庁の移設ということも出されましたですよね。そのための前段の取組と

捉えてもいいんですか。 

○児玉委員長  高下部長。 
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○高下企画部長  いえ、先日提案をしました支所機能、支所の効率化というふうなくく

りで説明をした部分になると思うんですけども、これについては、今後、

2025年度から2年間かけてどういう形が、どういうふうにして効率化が

できそうかというのを検討するというふうなことを御説明しました。で

すので、郵便局との協議というのも、まだ始めておりませんし、具体的

に、どういうというのも始まってませんので、それに関する予算という

のは、この当初予算の中には入っていません。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 益田委員。 

○益 田 委 員  さっきの山本委員のに関連してなんですけど、システム使用料のと

ころが、65ページの地域情報化推進事業費のシステム使用料のところで

す。ここがおおむねＬＩＮＥのところだというふうに聞いたんですけど、

昨年より、若干微増なんですが、11万4,000円ほど予算が追加でついて

るかと思いまして、これＬＩＮＥのほうの何かシステム使用料が上がっ

たのか、あるいは、別のものの要因があるのか。ちょっとお伺いいたし

ます。 

○児玉委員長  黒田課長。 

○黒田政策企画課長  こちらＬＩＮＥのほうのシステム使用料の改定による増額と、すみま

せん。ちょっと訂正。 

○児玉委員長  下瀬係長。 

○下瀬政策企画課企画調整係長  このＬＩＮＥのシステム自体が、課に1つアカウントを振って、課で

管理していくようなものになっております。来年度については、新たに

また1つの課が取組を始める予定ですので、その分のアカウントについ

て、1アカウント分を追加しているようなところです。 

 主なものは、以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認めます。 

 ここで企画部の審査の途中ですが、一旦休止し、3月17日、10時から

政策企画課の予算のうち、定住促進事業の中の委託料及び地域情報化推

進事業費の通信運搬費に関し、市及び企画部全体に係る質疑の審査を再

開することといたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

  〔異議なし〕 

○児玉委員長  異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 

 ここで、説明員交代のため、暫時休憩をします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ３時４６分 休憩 

      午後 ３時４４分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
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○児玉委員長  休憩を閉じて、再開いたします。 

 これより、会計課の審査を行います。 

 会計課の予算について説明を求めます。 

 森岡会計管理者。 

○森岡会計管理者  会計課の予算を説明します。 

 初めに、歳入です。 

 予算書31ページをお開きください。 

 説明欄中段、「預金利子」として63万円を計上しています。これは、

会計期間中の歳計現金等余裕資金の短期定期預金運用による利子収入で

す。 

 預入額、日数及び金利による見込額を計上しています。金利上昇化の

一方で、預入額及び日数につきましては、依然厳しい状況が見込まれま

す。引き続き、余裕資金の把握に努め、増額に向けた取組を進めてまい

りたいと考えます。 

 続いて、歳出です。 

 49ページをお開きください。 

 説明欄中段、会計管理事業費は、前年度と比較して513万1,000円を増

額し、1,311万3,000円を計上しています。増額の主な要因は、指定金融

機関を主とした指定代理金融機関、収納代理金融機関への公金事務取扱

手数料の増額と、コンビニ収納事務手数料の増額です。 

 令和4年3月、国の「公金収納等事務に要する経費の取扱い」に関する

通知が出されて以降、全国的に自治体と金融機関等との間において、長

年据置きとなっていた手数料の見直しや、事務のＤＸ化等が推進されて

おります。 

 近年、公金事務は収納方法の多様化等により、変化のときを迎えてお

ります。利便性や効率性、そして、第一に安全性の観点からも、こうし

た金融機関等との連携は必要不可欠なものと捉え、今後も「公金の適正

管理」を目的とし、迅速適正な事務の執行に努めたいと考えます。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって質疑を終了し、会計課の審査を終了

します。 

 続いて、行政委員会総合事務局の審査を行います。 

 行政委員会総合事務局の予算について説明を求めます。 

 竹本行政委員会総合事務局長。 

○竹本行政委員会総合事務局長  それでは、行政委員会総合事務局の予算について説明させていただき

ます。 

 まず、歳入から説明いたします。 
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 予算書の27ページをお開きください。 

 中ほどの選挙委託金6,193万8,000円は、第27回参議院議員通常選挙及

び広島県知事選挙に係る執行経費委託金です。 

 次に、歳出についてですが、59ページをお開きください。 

 説明欄の下、公平委員会費の主なものは、次の61ページになりますけ

ども、委員3名分の日額報酬などです。 

 次に、69ページをお開きください。 

 説明欄中ほど、固定資産評価審査委員会費は、固定資産評価審査委員

3名の日額報酬です。 

 次に、73ページをお開きください。 

 説明欄の中段、選挙管理委員会の運営に要する経費のうち、選挙管理

委員会費の主なものは、選挙管理委員4名の月額報酬です。 

 次に、その下の段、参議院議員選挙に要する経費は、7月28日任期満

了に伴う第27回参議院議員通常選挙に係る執行経費で、主なものとして

は、投開票事務従事者の時間外、休日勤務手当などの職員手当等、当日

及び期日前投票管理者及び立会人、開票管理者及び開票立会人等の報酬、

ポスター掲示板ほか事務消耗品や印刷製本費などの需用費。 

 それから、次の75ページになりますけども、投票所入場券はがきの郵

送料などの役務費、ポスター掲示板の設置、撤去に係る委託料、投票用

紙交付機の備品購入費です。 

 次に、その下の段、広島県知事選挙に要する経費は、11月28日任期満

了に伴う広島県知事選挙に係る経費で、主なものは、投開票事務従事者

等の時間外、休日勤務手当などの職員手当、当日及び期日前投票管理者

及び立会人、開票管理者及び開票立会人等の報酬、ポスター掲示板のほ

か事務消耗品や印刷製本費等の需用費、それから、投票所入場券はがき

の郵送料などの役務費、ポスター掲示板の設置、撤去に係る委託料です。 

 最後に、77ページをお開きください。 

 説明欄一番下の監査委員費は、監査委員2名の月額報酬などです。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  すみません、ちょっと聞き取りづらかったんで、もう一度お願いし

ます。 

 75ページの参議院議員選挙費の17節備品購入費、これ投票用紙とおっ

しゃいましたか。もう一度お願いします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 竹本事務局長。 

○竹本行政委員会総合事務局長  聞き取りづらくて申し訳ございませんでした。投票用紙交付機の備品

購入費でございます。 
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○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって行政委員会総合事務局に係る質疑を

終了します。 

 以上で、本日の日程は終了しましたので、これにて散会します。 

 次回は、14日午前10時より再開いたします。どうも御苦労さまでした。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ３時５２分 散会 


